
◇平成27年度　組織体制のご案内

◇050ダイヤルイン番号表変更のご案内

◇お知らせ　─ 愛媛県中小企業振興資金融資制度保証要綱の一部改正について〔適用日平成27年4月1日から〕 ─

　　　　　　─ 保証事務関係書類の新様式について ─

　　　　　　─ 「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリストの改訂について ─

〒792-0025
新居浜市一宮町2丁目4番8号　新居浜商工会館2階
保証課　TEL 0897-33-8282　FAX 0897-33-8284
管理課　TEL 0897-33-8292　FAX 0897-33-8293

〒790-8651　愛媛県松山市一番町4丁目1番地2　中小企業会館1～3階

■松山事業部／保証一課・保証二課・管理課
　　　　　　　　　　　　　　TEL 089-931-2118　　FAX 089-931-2174
　　　　　　　
■総　務　部／総　務　課　　TEL 089-931-2111㈹　FAX 089-931-2107
　　　　　　　電　算　課　　TEL 089-931-2115　　FAX 089-931-2170
■業務統括部／経営支援室　　TEL 089-931-2116　　FAX 089-931-1026
　　　　　　　保証企画課　　TEL 089-931-2114　　FAX 089-931-2107
　　　　　　　管理推進課　　TEL 089-931-2117　　FAX 089-931-2107
■監　査　室　　　　　　　　TEL 089-931-2180　　FAX 089-931-1026

〒796-8691
八幡浜市1590番地22　八幡浜商工会館4階
TEL 0894-22-2003　FAX 0894-22-3137

〒794-0042
今治市旭町2丁目3番地20　今治商工会議所ビル5階
TEL 0898-23-0170　FAX 0898-23-0758

〒798-0040
宇和島市中央町1丁目9番10号　愛媛新聞ビル5階
TEL 0895-22-6556　FAX 0895-22-6583

業務区域 新居浜市・西条市・四国中央市

業務区域 今治市・上島町

業務区域 八幡浜市・大洲市・西予市・内子町・伊方町

業務区域 松山市・東温市・伊予市・久万高原町・砥部町・松前町

業務区域 宇和島市・鬼北町・松野町・愛南町

本所

新居浜支所

今治支所

八幡浜支所

宇和島支所

名作の舞台を訪ねて❶ 「がんばっていきまっしょい」
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伯方島の開山山頂付近に位置し、春には
約1000本の桜が爛漫と咲き誇る桜の名所
として知られている。山頂にある展望台か
らは、360度広がる瀬戸内海の多島美を
堪能できます。
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お知らせ（更新・新着情報）

保証の概況　平成27年3月を掲載しました。
4月から「経営安定化支援事業」を開始します。
平成26年度「自殺対策強化月間」における取り組みについて

2015年 4月 7日
2015年 3月21日
2015年 3月 9日
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Guarantee Information平成 27 年度　組織体制のご案内

　平成 ２7 年 ４ 月 １ 日の人事異動により、以下の組織体制となりましたのでお知らせいたします。

愛媛県信用保証協会　組織図 （平成 27 年 4 月 1 日）

高浜壮一郎

部長　　　　　宮弓　欽次

課長　　高橋　健一
　　　　佐伯　朋秀
　　　　川中　佳大　
　　　　宮本　江梨　   
　　　　入舩奈那子
　　　　浅川　愛美
　　　　西岡　俊治

室長　　中野　一郎
　　　　二神　幸
　　　　髙橋　彩香　
　　　　仙波　靖夫

課長　　松本　哲也
　　　　遠藤　卓也
　　　　藤田亜希子
　　　　髙瀨　葵

課長　　吉野　慎二（兼）
業務推進役　大内　清治（サービサー出向）
　　　　河野祥一郎
　　　　新藤奈緒子　
　　　　髙橋悠一郎
　　　　田中　俊匡
　　　　有友麻里子

室長　　高橋　省三

課長　　高橋　健一（兼）
　　　　渡部　光浩
　　　　高田　奈月　
　　　　池川　真由

部長　　　　　井手　正一
副部長　　　　吉野　慎二

栗田　史朗

渡部　卓記

是澤　一記

小泉　有一

《関連会社》

保証協会サービサー 愛媛営業所

　　所長　  大内　清治
　　　　　  菅野　正弘
　　　　　  水野登喜男
　　　　　  中岡多加志
　　　　　  深川富士雄
　　　　　  田村麻衣子

（以上、全員業務統括部管理推進課
 より出向）

部長　　　　　伊藤　剛司松山事業部

支所長　　　　和泉　省吾
　　　　岡　　豊
　　　　善家　栄治
　　　　村上　良平
　　　　朝馬　康介　
　　　　白石　瑞規　   
　　　　青野　順子
　　　　二宮　正文

今 治 支 所

支所長　　　　石田　芳隆
　　　　谷岡　史喜
　　　　渡部　真弘
　　　　水野　和

八幡浜支所

支所長　　　　上田　哲生
　　　　宇都宮孝昭 
　　　　八塚　徹 
　　　　浜岡　絵梨

宇和島支所

課長　　内山　敬祐
　　　　浅井章太郎　
　　　　向居　英昭　   
　　　　山本　亮　   
　　　　山田茉里奈
　　　　荒瀬　佳奈
　　　　宮内有里沙

保 証 一 課

課長　　野口　康隆
　　　　三神　雄哉
　　　　河村　拓哉　   
　　　　吉村　透
　　　　桑山　晃希
　　　　平野　早希

保 証 二 課

課長　　伊藤　剛司（兼）
　　　　木下　千世
　　　　鳥羽　英典　
　　　　土居沙弥佳　   
　　　　藤岡　裕也
　　　　宮内　千尋
　　　　村井日出夫

管 理 課

支所長   　　　井上　安弘新居浜支所

課長　　土屋　真吾
　　　　山本　和慶　   
　　　　武智　圭史
　　　　大崎　真一
　　　　亀岡　健一
　　　　山口　絢加
　　　　髙市　理恵（兼）

保 証 課

課長　　賀本　安彦
　　　　尾上　典子
　　　　佐々木　良　   
　　　　山口　絢加（兼）
　　　　髙市　理恵
　　　　越智　章三 

管 理 課

総 務 部

総 務 課

経営支援室

保証企画課

管理推進課

電 算 課

業務統括部

監 査 室

会 長

専務理事

常務理事

常勤理事

常勤監事
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０５０ダイヤルイン番号表変更のご案内

◇当協会では「０５０ダイヤルイン」を導入しております。
　このたびの人事異動により変更になりましたので、お知らせいたします。
◇松山事業所・各支所へはひとりひとりに直接つながりますのでご利用ください。
　※担当者が話し中または離席の場合は、他の職員が対応いたします。

本　　　部 TEL  089(931)2111（代）

総 務 部
総務課 089 − 93１ − ２１１１

（050 ダイヤルイン） 050 − 3803 − １965
電算課 089 − 93１ − ２１１5

（050 ダイヤルイン） 050 − 3803 − １968
業務統括部
経営支援室 089 − 93１ − ２１１6

（050 ダイヤルイン） 050 − 3803 − １97１
保証企画課 089 − 93１ − ２１１４

（050 ダイヤルイン） 050 − 3803 − １967
管理推進課 089 − 93１ − ２１１7

050 − 3803 − １97２
監 査 室

089 − 93１ − ２１80

松 山 事 業 部 TEL  089(931)2118

部長　　　伊藤　剛司 050 − 3803 − １977

保 証 一 課
課長　　　内山　敬祐 050 − 3803 − １993
　　　　　浅井章太郎 050 − 3803 − １979
　　　　　向居　英昭 050 − 3803 − １98４
　　　　　山本　亮 050 − 3803 − １985
　　　　　山田茉里奈 050 − 3803 − １995
　　　　　荒瀬　佳奈 050 − 3803 − １99１
　　　　　宮内有里沙 050 − 3803 − １99２

保 証 二 課
課長　　　野口　康隆 050 − 3803 − １978
　　　　　三神　雄哉 050 − 3803 − １99４
　　　　　河村　拓哉 050 − 3803 − １998
　　　　　吉村　透 050 − 3803 − １999
　　　　　桑山　晃希 050 − 3803 − ２00４
　　　　　平野　早希 050 − 3803 − １989

管 理 課
課長（兼）伊藤　剛司 050 − 3803 − １977
　　　　　木下　千世 050 − 3803 − ２007
　　　　　鳥羽　英典 050 − 3803 − ２003
　　　　　土居沙弥佳 050 − 3803 − ２006
　　　　　藤岡　裕也 050 − 3803 − ２008
　　　　　宮内　千尋 050 − 3803 − ２00２
　　　　　村井日出夫 050 − 3803 − １988

新 居 浜 支 所　　保証課
　　　　　　　　　　管理課

TEL  0897(33)8282
TEL  0897(33)8292

支所長　　井上　安弘 050 − 3803 − ２0１２

保 証 課
課長　　　土屋　真吾 050 − 3803 − ２0１3
　　　　　山本　和慶 050 − 3803 − ２0１5
　　　　　武智　圭史 050 − 3803 − ２0１7
　　　　　大崎　真一 050 − 3803 − ２0２２
　　　　　亀岡　健一 050 − 3803 − ２0１8
　　　　　山口　絢加 050 − 3803 − ２0２0

管 理 課
課長　　　賀本　安彦 050 − 3803 − ２0２１
　　　　　尾上　典子 050 − 3803 − ２0１４
　　　　　佐々木　良 050 − 3803 − ２0２5
　　　　　髙市　理恵 050 − 3803 − ２0２４
　　　　　越智　章三 050 − 3803 − ２0１１

今 治 支 所 TEL  0898(23)0170

支所長　　和泉　省吾 050 − 3803 − １95１
副支所長　岡　　豊 050 − 3803 − １95２
　　　　　善家　栄治 050 − 3803 − １955
　　　　　村上　良平 050 − 3803 − １95４
　　　　　朝馬　康介 050 − 3803 − １953
　　　　　白石　瑞規 050 − 3803 − １956
　　　　　青野　順子 050 − 3803 − １963
　　　　　二宮　正文 050 − 3803 − １990

八 幡 浜 支 所 TEL  0894(22)2003

支所長　　石田　芳隆 050 − 3803 − １958
副支所長　谷岡　史喜 050 − 3803 − １96１
　　　　　渡部　真弘 050 − 3803 − １960
　　　　　水野　和 050 − 3803 − １959

宇 和 島 支 所 TEL  0895(22)6556

支所長　　上田　哲生 050 − 3803 − １9４４
副支所長　宇都宮孝昭 050 − 3803 − １9４5
　　　　　八塚　徹 050 − 3803 − １9４6
　　　　　浜岡　絵梨 050 − 3803 − １9４9
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Guarantee Informationお知らせ

　県内の中小企業者の経営の安定及び強化を図ることと、資金繰りの安定化を支援するため、愛媛県中小
企業振興資金融資制度要綱の一部が改正されました。
　これに伴い、「愛媛県中小企業振興資金融資制度保証要綱」を一部改正しましたのでお知らせします。

〔主な改正内容〕
１．設備資金の保証期間 7年を 10 年に延長

対象資金：経営安定資金（一般資金）（小口資金）、小口零細企業資金、チャレンジ企業支援資金、新
事業創出支援資金、建設産業新分野進出等支援資金

２．利子補給の拡大
対象資金：チャレンジ企業支援資金（経済成長戦略枠）
　　　　　利子補給率 0.5%→ １.0%に拡大、利子補給期間 7年→ １0 年に延長
対象資金：経営安定資金（小口資金）及び小口零細企業資金
　　　　　利子補給率 １.0％　　利子補給期間 １0 年

３．新事業創出支援資金（特例要件）の保証対象者名称等の変更
（現　状）公益財団法人えひめ産業振興財団が実施する平成 ２5 年度補正予算創業補助金（創業促進補

助金）の交付決定を受けた者
　　　　　　　↓
（変更後）国が実施する創業・第二創業促進補助金の交付決定を受けた者

４．緊急経済対策特別支援資金の保証要綱保証対象者（８）の削除
電気料金の値上げ後１年以上経過したため、保証対象者（８）「電気料金の値上げの影響により利益率
が低下した者」を削除

愛媛県中小企業振興資金融資制度保証要綱の一部改正について〔適用日平成 27 年 4 月 1 日から〕

〈参考〉
県チャレンジ企業支援資金（経済成長戦略枠）

保証対象者 愛媛県経済成長戦略 ２0１0 の実現に向けて取り組む者
資金使途 運転 設備
融資限度額 5,000 万円 １億円
保証期間（据置） 5年 （１ 年以内） 10 年 （１ 年以内）
融資利率 １.50% 1.00%→ 〔利子補給後〕 0.50%

（設備資金については、従来より 0.5%の利子補給実施中）

県経営安定資金（小口資金）

保証対象者 小規模企業者（特別小口保険を利用する場合は、１年以上の事業実績を有し、原則として引き続き 6か月以上商工
会議所等の指導を受けている者）※県の他制度の併用不可

資金使途 運転 設備
融資限度額 １,２50 万円 ２,000 万円（特別小口保険適用者は １,２50 万円）

保証期間（据置） 5年 （6 か月以内） 10 年 （１ 年以内）

融資利率 １.8%
（特別小口保険適用者 １.65%）

1.80%→ 〔利子補給後〕 0.8%
（特別小口保険適用者 1.65%

→ 〔利子補給後〕 0.65%)

県小口零細企業資金

保証対象者 小規模企業者のうち、今回の保証申込金額が既存の保証協会の保証債務残高を含め １,２50
万円以下となる者

資金使途 運転 設備
融資限度額 １,２50 万円 １,２50 万円
保証期間（据置） 5年 （6 か月以内） 10 年 （１ 年以内）
融資利率 １.65% 1.65%→〔利子補給後〕0.65%（経営指導特例も含む）



4

お知らせ

　平成 ２5 年 ４ 月 １ 日保証申込受付分から、「中小企業会計に関する基本要領」による保証料割引を実施し
ていますが、今般「中小企業会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリスト等が改正されました。
　つきましては、下記のとおり、平成 ２7 年 ４ 月 １ 日保証申込分より、原則として新書式が適用されますの
で、お知らせします。

① 変更書式
・「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリスト
　（日本税理士会連合会作成、全国信用保証協会連合会作成）
・「中小企業の会計に関する基本要領」に基づく保証料割引制度の利用に関する確認・同意書

② 主な改訂内容
・税理士署名欄に「登録番号」「税理士法人番号」の追加、また「税理士・公認会計士」署名欄を、 
「税理士・税理士法人　公認会計士、監査法人」署名欄に変更等
・「要領」（解説を含む）の記載に合わせた改訂、追加及び削除したもの

③ 新・旧書式の運用
・原則として平成 27 年 4 月 1 日以降は、新書式を提出して下さい。
・平成 ２7 年 ４ 月 １ 日以降の申込であっても、申込時点の最新決算において、過去に旧書式チェックリス

トにて保証料割引を受けている場合は、改めて新書式のチェックリストを提出する必要はありません。
　
※新書式は、当協会ホームページの金融機関専用ページからダウンロードも可能です。

「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリストの改訂について

　保証事務関係書類の一部様式を変更しました。変更書類と主な変更点・記入時の留意点は下記のとおり
です。新様式への切替をお願いいたします。

≪保証料送金関係書類≫

送金（入金）通知書

・[内訳 ] の件数を合計件数に変更しました
・1回の送金につき1枚作成し、明細書を添付してご提出ください
・「送金 (入金 ) 先金融機関」には、送金していただいた当協会口座の金融機関
をご記入ください

信用保証料送金（入金）明細書
（様式H06） ・記入内容に変更はありません

・1回の送金につき1枚作成し、送金通知書に添付してご提出ください
・顧客番号、保証番号、区分、合計金額等すべての項目を記入してください延滞保証料送金（入金）明細書　

（様式H07）

≪償還・完済報告関係書類≫

貸付金償還通知書（様式H08）
・記入内容に変更はありません
・一部の金融機関及び根保証等データ伝送による報告ができないものについて提
出が必要です

完済通知書（様式H09）
・記入内容に変更はありません
・すべての保証付借入について完済時提出が必要です

※様式は、当協会ホームページの金融機関専用ページからダウンロードも可能です。

保証事務関係書類の新様式について
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保証状況

保証承諾は前年同月金額比 122.9％
保証債務残高は 2,033 億円に

　平成 ２7 年 3 月の保証承諾は、件数 １,１４7 件（前年同月比 １33.４%）、金額 １４,93２ 百万円（同 １２２.9%）と、
件数・金額ともに前年実績を上回った。
　また、3 月末での保証承諾（累計）は、件数 7,833 件（前年同月比 １07.7%）、金額 85,376 百万円（同
9４.5%）と、件数は前年実績を上回り、金額は前年実績を下回っている。
　平成 ２7 年 3 月末での保証債務残高は、件数 ２４,76２ 件（前年同月比 １00.5%）、金額 ２03,336 百万円（同
97.6%）と、件数はほぼ前年実績並み、金額は前年実績を下回っている。

� 金融機関群別
　金融機関群別保証承諾額における構成比は、地銀 ４8.7%、第二地銀 ４４.5%、信用金庫 5.9%となった。
　対前年同月金額比は、信用金庫（２４２.6％）、地銀（１４9.１％）は、前年実績を上回り、第二地銀（98.0％）
は、前年実績を下回った。
� 業種別
　業種別保証承諾額における構成比は、建設業 ２7.0%、卸売業 １6.４％、製造業 １5.5%、サービス業
１４.6％と続いた。
　対前年同月金額比は、建設業（２00.5％）、飲食店（１9１.3％）、不動産業（１80.8％）と続いた。
� 保証制度別（※別枠保証には、県・市町制度の特例併用分を含む）
　制度別保証承諾額における構成比は、一般保証 53.8%、県単制度 ２0.２％、別枠保証 １3.２%、市町制度
１２.8％、と続いた。
　なお、協会商品構成比は、中小企業金融円滑化保証（スムーズ 8000）２8.8%、優良ランク保証Ⅱ
１3.４％、優良ランク保証 ２.7％となった。
　対前年同月金額比は、市町制度（２0２.7％）、一般保証（１37.４％）、県単制度（１3４.7％）は前年実績を上
回り、別枠保証（63.0%）は前年実績を下回った。
� 金額別
　金額別保証承諾額における構成比は、２,000 万円超 3,000 万円以下 ２１.9％、3,000 万円超 5,000 万円以
下 １8.２%、7,000 万円超 8,000 万円以下 １１.7%、300 万円超 500 万円以下 １0.0%と続いた。
　また、１件あたりの平均保証金額は １,30２ 万円（前年同月比 9２.１%）であった。
� 期間別
　期間別保証承諾額における構成比は、４ 年超 5 年以下 ２8.２%、１ 年以下 ２6.6%、5 年超 7 年以下 １9.9%、
7年超 １0 年以下 １6.5%と続いた。
　また、１件あたりの平均保証期間は 57 カ月（前年同月比 １0１.8%）であった。

今月の保証概況（平成 27 年 3 月）

区　　分
当　　　月　　　中 当　　　月　　　末

件　数 金　額
対前年同月比（％）

件　数 金　額
対前年同月比（％）

件　数 金　額 件　数 金　額
保 証 申 込 1,085 14,549,576 137.17 131.71 8,020 87,490,997 107.71 94.51 

保 証 承 諾 1,147 14,931,826 133.37 122.87 7,833 85,376,087 107.67 94.50 

保証債務残高 ―― ―― ―― ―― 24,762 203,336,248 100.52 97.64 

代 位 弁 済 25 167,128 48.08 29.74 269 2,184,449 65.13 62.27 

（単位：千円）

実　　績

保　　証
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　平成 ２7 年 3 月の回収は 8１ 百万円、うちサービサー回収分は ２0 百万円（構成比 ２４.5%）となった。
　また、3月末の回収（累計）のうち定期回収が ２87 百万円（構成比 3４.3%）、不定期回収が ２56 百万円（同
30.6％）、競売・任意処分が ２9４ 百万円（同 35.１%）となっている。

区　　分
当月中 構成比

（％）
当月末 構成比

（％）金　額 金　額
回　　収 81,467 ─ 836,671 ─

うちサービサー回収 19,937 24.47 235,771 28.18

（単位：千円）

　平成 ２7 年 3 月の事故報告受付は、件数 ２8 件（前年同月比 8４.9%）と、前年実績を下回り、金額 １１5 百万円 
（同 3４.8%）は、前年実績を下回った。
　また、3 月末での事故報告残高は、件数 １63 件（前年同月比 93.１%）、金額 8４3 百万円（同 88.４%）と、 
件数・金額ともに前年実績を下回った。
　平成 ２7 年 3 月の事故受付内容別構成比は、分割返済不履行 59.8％、債務整理委任 35.5％、預金・ 
債権（仮）差押 ２.7％と続いた。

当　　　月　　　中 当　　　月　　　末
事故報告受付 前年同月比（％） 事故報告残 前年同月比（％）

件　数 金　額 件　数 金　額 件　数 金　額 件　数 金　額
28 114,677 84.85 34.83 163 843,219 93.14 88.43

（単位：千円）

事　　故

回　　収

� 使途別
　使途別保証承諾額における構成比は、運転資金が 96.7% を占め、次いで設備資金 ２.１%、運転・設備資
金 １.２%となった。

代位弁済
　平成 ２7 年 3 月の代位弁済は、件数 ２5 件（前年同月比 ４8.１%）、金額 １67 百万円（２9.7％）と、件数・
金額ともに前年実績を下回った。
　また、3月末での代位弁済（累計）は、件数 ２69 件（前年同月比 65.１%）、金額 ２,１8４ 百万円（同 6２.3%） 
と、件数・金額ともに前年実績を下回った。

� 原因別
　平成 ２7 年 3 月の原因別代位弁済額における構成比は、商況不振 77.3%、競争激化等 １9.3％、災害事故
その他 3.5％と続いた。
　3 月末の原因別代位弁済額（累計）における構成比は、商況不振 8４.3%、競争激化等 6.0％、災害事故
その他 5.２％と続いた。
　対前年同月末金額比は、災害事故その他（１9２.１％）、商況不振（67.6%）、競争激化等（37.8％）であった。

� 業種別
　平成 ２7 年 3 月の業種別代位弁済額における構成比は建設業 38.１％、小売業 ２４.１％、サービス業 １3.４％、
卸売業 １１.４％と続いた。
　3 月末の業種別代位弁済額（累計）における構成比は、建設業 ２２.6%、小売業 ２0.6%、製造業 １8.２％、
卸売業 １7.9％と続いた。
　対前年同月末金額比は、運送倉庫業（１6４.8％）、不動産業（１２0.5％）、小売業（80.7％）となった。
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保証状況

推移グラフ
� 保証承諾

� 債務残高

� 事故報告受付

� 代位弁済

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

４月 5月 6月 7月 8月 9月 １0 月 １１ 月 １２ 月 １ 月 ２ 月 3 月
H２5・４ 月〜H２6・3 月 ４,85４,900 7,１88,４00 8,538,0２7 8,２４１,１90 5,7４0,１93 １４,5１9,２２8 5,606,１00 6,039,876 8,353,899 3,709,605 5,４0２,１２5 １２,１5２,500
H２6・４ 月〜H２7・3 月 ４,3４４,800 ４,557,560 9,893,４35 9,056,8１0 6,8２8,970 9,39４,４5４ ４,5２8,２１２ 5,790,080 6,666,１２0 3,90４,２２0 5,４79,600 １４,93１,8２6
前年同月比（％） 89.４9 63.４0 １１5.87 １09.90 １１8.97 6４.70 80.77 95.86 79.80 １05.２5 １0１.４3 １２２.87

４ 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 １0 月 １１ 月 １２ 月 １ 月 ２ 月 3 月
H２5・４ 月〜H２6・3 月 ２１6,883,４33 ２１3,４４5,１４２ ２１４,0１3,39４ ２１２,４9４,307 ２１１,505,758 ２１3,68２,600 ２１４,098,6２２ ２１２,507,86２ ２１１,7４１,8４6 ２07,508,8２7 ２05,60１,355 ２08,２55,083
H２6・４ 月〜H２7・3 月 ２05,887,6４２ ２0１,４４5,４１8 ２0２,１１5,１96 ２0４,6２0,１77 ２0４,97４,57１ ２0４,673,500 ２03,653,963 ２0２,４8１,5１3 ２0１,753,8４9 １99,２４２,06２ １98,5４１,４４8 ２03,336,２４8
前年同月比（％） 9４.93 9４.38 9４.４４ 96.２9 96.9１ 95.78 95.１２ 95.２8 95.２8 96.0２ 96.57 97.6４

４ 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 １0 月 １１ 月 １２ 月 １ 月 ２ 月 3 月
H２5・４ 月〜H２6・3 月 793,１6２ ４２9,38２ １78,335 376,２67 300,２5２ ２00,00２ 3２5,969 380,900 ２69,78４ ４１7,9１7 98,8４7 3２9,２１9
H２6・４ 月〜H２7・3 月 396,４65 37４,２35 ２２6,033 ２１5,４４0 309,5２8 １２7,03１ 5１8,08２ ２97,976 １２7,２２１ ４４6,66１ １１7,２１3 １１４,677
前年同月比（％） ４9.99 87.１6 １２6.75 57.２6 １03.09 63.5１ １58.9４ 78.２3 ４7.１6 １06.88 １１8.58 3４.83

４ 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 １0 月 １１ 月 １２ 月 １ 月 ２ 月 3 月
H２5・４ 月〜H２6・3 月 １37,309 305,４8１ ２9１,４3１ ４57,４１9 367,993 ２４8,0１１ 39,33２ 393,４１２ ２53,77４ ２75,303 １76,577 56１,88２
H２6・４ 月〜H２7・3 月 77,353 １55,66１ １４２,7１6 ２06,089 ２5１,8２3 393,770 １0２,677 １４5,４9１ １２４,４77 85,690 33１,575 １67,１２8
前年同月比（％） 56.3４ 50.96 ４8.97 ４5.05 68.４3 １58.77 ２6１.05 36.98 ４9.05 3１.１3 １87.78 ２9.7４

２00億円
１80億円
１60億円
１４0億円
１２0億円
１00億円
80億円
60億円
４0億円
２0億円

0

２500億円

２４00億円

２300億円

２２00億円

２１00億円

２000億円

１900億円

１２億円

１0億円

8億円

6億円

４億円

２億円

0

１0億円
9億円
8億円
7億円
6億円
5億円
４億円
3億円
２億円
１億円

0



8

本・支所別・金融機関別保証状況

本・支所別保証状況　（平成 27 年 3 月分）

金融機関別保証状況　（平成 27 年 3 月分）

（単位：千円）

（単位：千円）

区　分

保　　証　　承　　諾 保 証 債 務 残 高 代　　位　　弁　　済
当　月　中 当　月　末 当　月　末 当　月　中 当　月　末

件数 金　額 件数 金　額 件数 金　額 件数 金　額 件数 金　額前年比
（％）

前年比
（％）

前年比
（％）

前年比
（％）

前年比
（％）

本 所 668 8,４４４,3２0 １30.50 ４,１6１ ４１,935,79１ 98.４7 １１,４0４ 9１,695,76１ １00.9１ １6 １１6,0１9 １85.9１ １１8 １,１30,593 9１.75 
新 居 浜 ２１0 ２,670,790 １４0.9１ １,55４ １7,４97,２50 9４.08 5,706 ４8,１5４,8２0 9４.68 5 37,１0２ １5.４3 65 558,66２ 5２.２２ 
今 治 １35 ２,１65,４66 99.66 １,１１6 １3,99１,１１6 87.４１ 3,666 3２,58４,４7２ 93.65 0 0 0.00 39 ２４3,968 33.8２ 
八 幡 浜 6４ 7１２,１00 9４.07 5１8 6,73１,２30 93.２２ １,983 １7,3４１,390 97.8２ 0 0 —— ２0 １２9,686 38.63 
宇 和 島 70 939,１50 １09.65 ４8４ 5,２２0,700 88.00 ２,003 １3,559,805 96.8４ ４ １４,008 ２１２.3１ ２7 １２１,5４１ 8１.73 
合 計 1,147 14,931,826 122.87 7,833 85,376,087 94.50 24,762 203,336,248 97.64 25 167,128 29.74 269 2,184,449 62.27 

保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高 代　　　位　　　弁　　　済
当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末 当　　月　　中 当　　月　　末

件数 金　額 件数 金　額 構成比 件数 金　額 構成比 件数 金　額 件数 金　額 構成比

銀
　
　
　
　
　
　
　
　
行

伊    予 ４38 6,768,４80 ２,95２ 39,077,１１４ ４5.77 １0,359 １0２,33２,755 50.33 １２ １0２,４00 9２ 86４,307 39.57 
四    国 7 １１5,500 69 １,0４9,１00 １.２3 ２89 3,009,４6２ １.４8 0 0 ４ １１,２１6 0.5１ 
百 十 四 １４ １１9,１00 69 699,500 0.8２ 373 3,397,9４２ １.67 １ 3,１59 １ 3,１59 0.１４ 
阿    波 １ 30,000 １２ １90,000 0.２２ 7１ 687,6２6 0.3４ 0 0 0 0 0.00 
広    島 １6 ２２7,600 ２7２ 3,880,000 ４.5４ 750 8,093,１63 3.98 0 0 ２ 36,0４４ １.65 
中    国 0 0 5 7２,000 0.08 ４6 63１,１96 0.3１ 0 0 0 0 0.00 
山    口 １ １0,000 3１ 6２5,500 0.73 65 １,１83,3２２ 0.58 0 0 0 0 0.00 
西 日 本 0 0 0 0 0.00 3 １8,２00 0.0１ 0 0 0 0 0.00 
み ず ほ １ 35,000 8 ２２４,000 0.２6 ２7 ４98,１１２ 0.２４ 0 0 0 0 0.00 
り そ な 0 0 0 0 0.00 １ ４0,00４ 0.0２ 0 0 0 0 0.00 
三 井 住 友 0 0 0 0 0.00 ２１ １97,766 0.１0 0 0 0 0 0.00 
三 菱 東 京 １ 30,000 3 70,000 0.08 １5 ２50,４50 0.１２ 0 0 0 0 0.00 
三井住友信託 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 
あ お ぞ ら 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 
愛    媛 ４9４ 6,４59,8４6 ２,357 ２6,１４１,5４3 30.6２ 6,67２ 5１,793,309 ２5.４7 １0 53,576 9４ 795,968 36.４４ 
香    川 １5 １60,１50 ２２7 ２,9２8,750 3.４3 86４ 7,４69,585 3.67 0 0 １１ １４8,9２3 6.8２ 
高    知 ４ ２４,000 ４3 388,700 0.４6 ２37 １,550,39２ 0.76 １ 5,669 5 １6,730 0.77 
徳    島 ２ 6,000 ２6 ４67,000 0.55 １１9 87２,608 0.４3 0 0 3 5,69４ 0.２6 
も み じ 0 0 １ １0,000 0.0１ ２ 9,560 0.00 0 0 0 0 0.00 
小　　計 994 13,985,676 6,075 75,823,207 88.81 19,914 182,035,451 89.52 24 164,804 212 1,882,041 86.16 

信
用
金
庫

愛    媛 １１7 65４,１50 １,４４5 7,683,6２0 9.00 3,４４8 １5,４6４,7１5 7.6１ 0 0 ４0 １96,４４0 8.99 
川 之 江 8 95,000 ４４ 379,000 0.４４ １7４ １,0４１,１39 0.5１ １ ２,3２４ ４ 68,5２5 3.１４ 
東    予 6 3４,１00 87 ４４3,550 0.5２ 396 １,４１１,75４ 0.69 0 0 7 ２0,5２２ 0.9４ 
宇 和 島 ２0 98,500 １6１ 800,１70 0.9４ 7４5 ２,４95,89１ １.２3 0 0 6 １6,9２２ 0.77 
観 音 寺 0 0 １ １0,000 0.0１ １ 9,650 0.00 0 0 0 0 0.00 
信 金 中 金 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 
小　　計 151 881,750 1,738 9,316,340 10.91 4,764 20,423,149 10.04 1 2,324 57 302,408 13.84 

朝 銀 西 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 
県  信  連 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 
単 一 農 協 0 0 １ ２,500 0.00 6 １１,２93 0.0１ 0 0 0 0 0.00 
県 信 漁 連 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 
農 林 中 金 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 
商 工 中 金 ２ 6４,４00 １9 ２3４,0４0 0.２7 78 866,355 0.４3 0 0 0 0 0.00 
損 保 ・ 生 保 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 
労 働 金 庫 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 
そ  の  他 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 
小　　　計 2 64,400 20 236,540 0.28 84 877,648 0.43 0 0 0 0 0.00 
合　　　　計 1,147 14,931,826 7,833 85,376,087 100.00 24,762 203,336,248 100.00 25 167,128 269 2,184,449 100.00 
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保証状況業種別保証状況

業種別保証状況　（平成 27 年 3 月分） （単位：千円）

区　　　　　分
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高 代　　　位　　　弁　　　済

当　月　中 当　　月　　末 当　　月　　末 当　月　中 当　　月　　末
件数 金　額 件数 金　額 構成比 件数 金　額 構成比 件数 金　額 件数 金　額 構成比

製 造 業 １４6 ２,3１9,5２0 １,２38 １6,805,675 １9.68 ４,２57 ４5,068,87１ ２２.１6 3 １6,3２２ 38 396,４0１ １8.１5 
食 料 品 工 業 ２１ 3４5,１00 １79 ２,607,665 3.05 6２４ 7,0２１,556 3.４5 0 0 9 87,565 ４.0１ 
繊 維 品 工 業 ２0 ２8４,700 １37 ２,２0４,600 ２.58 5１４ 6,63１,63２ 3.２6 １ 5,669 5 ２２,057 １.0１ 
木 材 ・ 木 製 品 工 業 ４ １60,000 ４４ 75４,800 0.88 １76 ２,39１,558 １.１8 0 0 0 0 0.00 
家 具 ・ 建 具 工 業 6 6４,000 ２9 ２3４,500 0.２7 １03 5４１,１30 0.２7 0 0 0 0 0.00 
紙 工 業 5 １07,000 68 １,573,000 １.8４ ２7４ ４,１0２,２8４ ２.0２ 0 0 5 ４9,9４6 ２.２9 
製 版 ・ 製 本 業 0 0 5 １3,700 0.0２ ２１ １２7,809 0.06 0 0 0 0 0.00 
化 学 工 業 １ 50,000 ４ １70,000 0.２0 ２6 55２,7２0 0.２7 0 0 0 0 0.00 
石 油 石 炭 製 品 工 業 0 0 １ 30,000 0.0４ １ ２6,500 0.0１ 0 0 0 0 0.00 
ゴム ・ プラスチック工業 ２ 60,000 １２ ２00,000 0.２3 83 905,63４ 0.４5 0 0 0 0 0.00 
ゴ ム 製 品 製 造 業 ２ 83,000 ２ 83,000 0.１0 6 １3２,308 0.07 0 0 0 0 0.00 
皮 革 工 業 0 0 0 0 0.00 ２ 3,85１ 0.00 0 0 0 0 0.00 
窯 業 6 １6２,300 33 56１,500 0.66 １４0 １,7１8,１２２ 0.8４ 0 0 0 0 0.00 
機 械 工 業 １6 ２４１,5４0 １5４ ２,356,6４0 ２.76 55１ 6,806,560 3.35 １ 7,08１ 3 58,333 ２.67 
電 気 機 器 工 業 3 ４6,000 ４１ 73２,500 0.86 １２9 １,897,00１ 0.93 0 0 0 0 0.00 
車 輌 工 業 0 0 5 ２8,800 0.03 １6 １80,8４6 0.09 0 0 0 0 0.00 
船 舶 工 業 3 6１,500 ２6 6１6,500 0.7２ １39 １,709,007 0.8４ 0 0 0 0 0.00 
金 属 工 業 ２5 396,000 １7４ ２,5１１,２４0 ２.9４ ４78 5,２33,0２２ ２.57 0 0 ２ １１,077 0.5１ 
ソ フ ト ウ ェ ア 業 8 59,000 5２ 509,４00 0.60 １４7 １,06１,379 0.5２ 0 0 ２ ４,076 0.１9 
情報処理サービス業 0 0 １ 3,000 0.00 5 １２,979 0.0１ 0 0 １ １9,0２0 0.87 
農 林 漁 業 １ 5,000 5 5１,000 0.06 7 ４7,38１ 0.0２ 0 0 ２ 5４,9１6 ２.5１ 
そ の 他 の 工 業 ２3 １9４,380 ２66 １,563,830 １.83 8１5 3,965,593 １.95 １ 3,573 9 89,４１0 ４.09 

鉱        　  業 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 
土  石 採 取 業 ２ １２,000 8 8１,000 0.09 39 ４２２,４6４ 0.２１ 0 0 0 0 0.00 
木  材 伐 出 業 0 0 3 8,000 0.0１ ４ 9,２67 0.00 0 0 0 0 0.00 
建     設     業 3４5 ４,03１,050 ２,076 １9,37４,２60 ２２.69 6,0１２ ４6,１3２,3２7 ２２.69 １0 63,59１ 55 ４9４,390 ２２.63 
卸     売     業 １33 ２,４４４,950 9２8 １3,２４6,3１0 １5.5２ ２,839 ２9,39１,97１ １４.４5 ２ １8,969 ４0 390,876 １7.89 
小     売     業 １6４ １,663,650 １,１6２ １0,636,630 １２.４6 3,766 ２４,957,４78 １２.２7 ４ ４0,２6１ ４8 ４４9,559 ２0.58 
飲     食     店 68 5２5,790 ４6２ ２,４88,１90 ２.9１ １,53４ 5,703,8１6 ２.8１ 3 5,6２４ ２8 6４,5１１ ２.95 
不 　 動 　 産 　 業 ２8 ４7１,600 １86 ２,855,１00 3.3４ 658 6,590,063 3.２４ 0 0 ２ 3４,38４ １.57 
運     送     業 ４7 １,１7１,6１6 333 6,677,２06 7.8２ １,１59 １5,369,95２ 7.56 0 0 ２４ ２0１,１6１ 9.２１ 
貨 物 運 送 取 扱 業 0 0 0 0 0.00 ２ ２,9４４ 0.00 0 0 0 0 0.00 
倉 　 　 庫 　 　 業 １ １0,000 １ １0,000 0.0１ １8 98,69２ 0.05 0 0 0 0 0.00 
物 品 預 り ・ 駐 車 場 業 0 0 ２ 3,000 0.00 １１ ４４,805 0.0２ 0 0 0 0 0.00 
電気・ガス・熱供給・水道業 １ １5,000 １１ １93,390 0.２3 ４6 6２0,１４9 0.30 0 0 0 0 0.00 
印 　 　 刷 　 　 業 １0 68,900 7４ 83２,４00 0.97 ２２２ １,93２,２59 0.95 0 0 3 39,１38 １.79 
出 　 　 版 　 　 業 0 0 １１ 89,350 0.１0 ２6 １99,776 0.１0 0 0 0 0 0.00 
サ  ー ビ ス 業 １99 ２,１8２,750 １,303 １１,95１,876 １４.00 ４,0４１ ２6,5２9,903 １3.05 3 ２２,36１ ２8 １07,937 ４.9４ 

物 品 賃 貸 業 8 １8４,500 35 573,500 0.67 １05 9４0,４8４ 0.４6 １ １3,93４ ２ １5,73４ 0.7２ 
宿  泊  業 １２ 307,500 ４１ 7１0,600 0.83 １４0 ２,２１２,9１４ １.09 0 0 0 0 0.00 
洗濯・理美容・浴場業 ２5 １１8,１00 １76 １,058,１8２ １.２４ 558 ２,067,４４１ １.0２ 0 0 0 0 0.00 
その他の生活関連サービス業 ４ １58,000 3１ 589,000 0.69 99 １,１3４,２36 0.56 0 0 0 0 0.00 
旅  行  業 １ ２,500 7 3１,500 0.0４ 37 １6４,7２7 0.08 0 0 ２ ４,２95 0.２0 
映 画 ・ 娯 楽 業 5 38,000 １7 １5２,500 0.１8 60 ４5４,387 0.２２ 0 0 0 0 0.00 
広  告  業 6 73,500 37 337,４50 0.４0 １２１ 8１１,559 0.４0 0 0 5 ２４,２8２ １.１１ 
放  送  業 0 0 0 0 0.00 3 ４,２90 0.00 0 0 0 0 0.00 
情報通信サービス業 0 0 １0 33,500 0.0４ 3１ １09,２２5 0.05 0 0 0 0 0.00 
運 輸 サ ー ビ ス 業 ２ 6,000 １3 １２２,000 0.１４ 36 ２0２,539 0.１0 0 0 ４ １8,96１ 0.87 
職業紹介・労働者派遣業 １ 5,000 8 5２,000 0.06 １7 66,60２ 0.03 0 0 0 0 0.00 
その他の事業サービス業 １２ １１２,900 １１3 １,00４,53４ １.１8 35１ ２,30２,3１8 １.１3 0 0 5 １3,9４8 0.6４ 
専 門 サ ー ビ ス 業 ２5 １１9,900 １5２ 5２２,5４0 0.6１ 55２ １,5４8,２４5 0.76 ２ 8,４２7 3 １１,860 0.5４ 
技 術 サ ー ビ ス 業 １２ １１3,800 １08 659,950 0.77 ２36 １,08２,9４8 0.53 0 0 １ 553 0.03 
医 療 ・ 福 祉 業 67 858,800 397 ４,8４6,9２0 5.68 １,067 9,２57,706 ４.55 0 0 0 0 0.00 
廃 棄 物 処 理 業 8 ４8,000 78 8２４,300 0.97 ２67 ２,１２6,9４7 １.05 0 0 0 0 0.00 
教育・学習支援事業 １ １,500 36 ２37,２50 0.２8 １２４ 667,578 0.33 0 0 １ 806 0.0４ 
その他のサービス業 １0 3４,750 ４４ １96,１50 0.２3 ２37 １,375,76１ 0.68 0 0 5 １7,４99 0.80 

保 険 媒 介 代 理 業 3 １5,000 3１ １１6,２00 0.１４ １１6 ２39,777 0.１２ 0 0 3 6,090 0.２8 
郵 　 　 便 　 　 業 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 
通 　 　 信 　 　 業 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 
インターネット付随サービス業 0 0 ４ 7,500 0.0１ １２ ２１,73４ 0.0１ 0 0 0 0 0.00 

合　　　　計 1,147 14,931,826 7,833 85,376,087 100.00 24,762 203,336,248 100.00 25 167,128 269 2,184,449 100.00 
※平成 ２４ 年 １0 月分統計より業種区分を変更したため、業種によっては変更前後での累計値等が一致しない場合があります。
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金額別・期間別・使途別保証状況

金額別保証状況　（平成 27 年 3 月分）

期間別保証状況　（平成 27 年 3 月分）

使途別保証状況　（平成 27 年 3 月分）

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

区　　　分
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件数 金　額 件数 金　額 構成比 件数 金　額 構成比

１000 以下 １２0 １06,１00 8２１ 7２４,１80 0.85 ２,１08 １,１9４,４58 0.59
１000 超   ２000 以下 １3２ ２37,780 9２9 １,669,38２ １.96 ２,6４7 ２,93１,757 １.４４
２000 超   3000 以下 １１9 3４４,１50 １,036 ２,993,530 3.5１ 3,１05 5,535,768 ２.7２
3000 超   5000 以下 3１0 １,４90,４80 ２,0２9 9,635,889 １１.２9 5,76４ １7,４１２,２00 8.56
5000 超  １0000 以下 １3４ １,２0２,7２6 １,030 9,035,１66 １0.58 ４,２8２ ２3,056,58４ １１.3４
１0000 超  １5000 以下 5２ 7２5,900 370 5,１0４,0４0 5.98 １,４４7 １3,１66,006 6.４7
１5000 超  ２0000 以下 56 １,073,790 398 7,608,090 8.9１ １,379 １7,700,0４7 8.70
２0000 超  30000 以下 １１7 3,２7１,２00 709 ２0,0４3,４１0 ２3.４8 １,835 35,939,53２ １7.67
30000 超  50000 以下 6１ ２,7２3,000 330 １４,２４４,700 １6.68 １,365 ４0,057,009 １9.70
50000 超  60000 以下 １１ 6２４,000 ４5 ２,576,000 3.0２ ２5１ 9,687,４8２ ４.76
60000 超  70000 以下 ４ ２68,000 3２ ２,１70,000 ２.5４ １3４ 6,789,４４２ 3.3４
70000 超  80000 以下 ２２ １,7４7,700 77 6,１１8,700 7.１7 3１3 １7,93４,73４ 8.8２
80000 超 １00000 以下 5 ４85,000 １４ １,35１,000 １.58 63 3,8１４,9２１ １.88
１00000 超 １２0000 以下 ２ ２3２,000 3 35２,000 0.４１ １6 １,４39,４8２ 0.7１
１２0000 超 １50000 以下 0 0 ２ ２70,000 0.3２ １6 １,569,69４ 0.77
１50000 超 ２00000 以下 ２ ４00,000 8 １,４80,000 １.73 37 5,１07,１33 ２.5１
２00000 超 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00

合　　　　　計 1,147 14,931,826 7,833 85,376,087 100.00 24,762 203,336,248 100.00

区　　　分
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件数 金　額 件数 金　額 構成比 件数 金　額 構成比

3カ月以下 57 １,808,600 １２8 3,007,000 3.5２ 6２ １,8１0,600 0.89
3 カ月超  6 カ月以下 3４ １,088,500 １9２ ４,8１４,600 5.6４ １0４ ２,809,830 １.38
6 カ月超  １ カ年以下 ４１ １,078,300 ２50 5,593,780 6.55 ２5１ 5,5１7,４２8 ２.7１
１ カ年超  ２ カ年以下 ２7 367,830 ２07 ２,１98,４30 ２.57 ４56 ４,２56,697 ２.09
２ カ年超  3 カ年以下 １４２ ４38,２50 778 3,１05,660 3.6４ １,395 ４,68２,４67 ２.30
3 カ年超  ４ カ年以下 ２7 30４,6２6 ２0４ １,5４２,0１6 １.8１ ４98 ２,956,１２２ １.４5
４ カ年超  5 カ年以下 579 ４,２08,１80 ４,36２ ２7,735,４3１ 3２.４9 １3,05１ 55,１１7,98１ ２7.１１
5 カ年超  7 カ年以下 １４8 ２,968,４00 １,087 ２0,２77,8２0 ２3.75 5,0４１ 50,66４,03２ ２４.9２
7 カ年超 １0 カ年以下 88 ２,４6４,４４0 598 １6,１58,650 １8.93 3,65２ 69,４76,87１ 3４.１7

１0 カ年超 ４ ２0４,700 ２7 9４２,700 １.１0 ２5２ 6,0４４,２２１ ２.97
合　　　　　計 1,147 14,931,826 7,833 85,376,087 100.00 24,762 203,336,248 100.00

区　　　分
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件数 金　額 件数 金　額 構成比 件数 金　額 構成比

運 転 資 金 １,067 １４,４36,8４6 7,１４7 80,63４,655 9４.４5 ２１,953 １87,079,89２ 9２.0１
設 備 資 金 ４４ 3１２,１50 38４ ２,365,33２ ２.77 １,8２7 １0,１53,8４４ ４.99
運 転 設 備 資 金 36 １8２,830 30２ ２,376,１00 ２.78 98２ 6,１0２,5１3 3.00

合　　　　　計 1,147 14,931,826 7,833 85,376,087 100.00 24,762 203,336,248 100.00
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保証状況市町制度保証状況

市町制度保証状況　（平成 27 年 3 月分） （単位：千円）

振　興　資　金
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件　数 金　　額 件　数 金　　額 件　数 金　　額

市

四 国 中 央 ２４ 68,900 １67 50４,４00 ４57 9２7,6２3
新 居 浜 １４ ４7,500 １１0 3４１,900 36２ 7４１,909
西     条 33 １05,300 ２２２ 785,580 767 １,698,8４3
今 　 　 治 35 １08,950 330 １,006,600 767 １,63４,768
松 　 　 山 335 １,１77,930 ２,0４5 6,806,４76 3,１４5 7,733,１55
東     温 ２ 9,000 ２２ 66,500 １１４ ２１8,8１１
伊 　 　 予 １ 5,000 6 ２9,000 ２４ 59,４１8
大 　 　 洲 6 １7,000 57 １9４,000 １8１ 378,809
八 幡 浜 3 １１,500 ４6 １37,４50 １４8 ２79,１１２
西 　 　 予 7 3１,000 36 １２１,600 １38 ２63,7１４
宇 和 島 ２6 70,350 ２3１ 706,４60 886 １,7４２,0２6
小　　計 486 1,652,430 3,272 10,699,966 6,989 15,678,187

町

久 万 高 原 0 0 0 0 ２ １,２75
内 　 　 子 0 0 9 ２7,500 ２２ ４3,660
伊 　 　 方 0 0 0 0 0 0
鬼 　 　 北 0 0 0 0 １ ２59
松 　 　 野 0 0 0 0 ２ ２,806
愛 　 　 南 １ 3,000 ２ 6,000 １２ １9,6４１
小　　計 1 3,000 11 33,500 39 67,641

合　　　　計 487 1,655,430 3,283 10,733,466 7,028 15,745,828

季　節　資　金
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件　数 金　　額 件　数 金　　額 件　数 金　　額

松 山 0 0 ２ ４,500 0 0
今 治 0 0 0 0 0 0
新 居 浜 0 0 0 0 0 0

合　　　　計 0 0 2 4,500 0 0

振興資金（緊急）
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件　数 金　　額 件　数 金　　額 件　数 金　　額

四 国 中 央 ４ ２４,000 ２４ １４8,500 59 ２78,7４5
新 居 浜 8 59,500 35 ２４6,700 １63 6２7,２3１
今 治 １１ 89,１50 １09 8１3,050 350 １,6２２,0１3
松 山 0 0 0 0 30１ １,１99,88１
八 幡 浜 ４ ２7,000 １２ 85,000 78 3１5,605
西 予 3 ２４,000 １２ 95,000 5４ ２４0,373

合　　　　計 30 223,650 192 1,388,250 1,005 4,283,848

振興資金（経営安定化）
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件　数 金　　額 件　数 金　　額 件　数 金　　額

松 山 5 ２7,000 ２9 １４１,４85 80４ ２,073,997
今 治 ４ ２0,3２6 ２0 86,6２6 １80 ４２9,733

合　　　　計 9 47,326 49 228,111 984 2,503,730

設備近代化資金
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件　数 金　　額 件　数 金　　額 件　数 金　　額

松 山 7 ２9,500 6１ ２１9,760 3２7 7１8,１38
（う　ち　公　害） （      0） （             0） （      0） （             0） （      0） （             0）
今 治 １ 3,000 １４ 55,650 ２４ 78,855

合　　　　計 8 32,500 75 275,410 351 796,992

小　口　資　金
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件　数 金　　額 件　数 金　　額 件　数 金　　額

今 治 0 0 0 0 １ 950
合　　　　計 0 0 0 0 1 950



12

　平成 ２7 年 3 月末現在における各店舗別の信用保証状況を債務残高と保証承諾をベースに「ランキング 
ベスト １0」に集計しました。
　今後とも県内中小企業金融の円滑化に、一層のご協力と信用保証の利用をお願いいたします。

前
月
順
位

順
　
位

金 融 機 関 名
保証債務残高

件　数 金　額（千円）

１  １ 愛 媛 銀 行 本店営業部 57２ 8,009,375
２  ２ 伊 予 銀 行 新居浜支店 5２9 6,9４２,039
3  3 伊 予 銀 行 本店営業部 3４４ 6,7１5,１４9
４  ４ 伊 予 銀 行 今治支店 ４08 6,089,30１
5  5 伊 予 銀 行 西条支店 ４85 5,000,２４0
6  6 伊 予 銀 行 宇和島支店 375 ４,４４１,350
7  7 伊 予 銀 行 本町支店 ２85 3,４38,888
8  8 伊 予 銀 行 八幡浜支店 ２6４ 3,１5１,8１１
9  9 伊 予 銀 行 大洲支店 ２２7 ２,8１5,5４6
１0  １0 伊 予 銀 行 川之江支店 ２30 ２,78４,653

前
月
順
位

順
　
位

金 融 機 関 名
保証承諾（当月中）

件　数 金　額（千円）

１  １ 愛 媛 銀 行 本店営業部 ４9 １,１４7,500
２5  ２ 伊 予 銀 行 新居浜支店 30 688,600
２  3 伊 予 銀 行 本店営業部 １6 655,700
２3  ４ 愛 媛 銀 行 今治支店 ２0 580,7１6
２6  5 伊 予 銀 行 今治支店 １6 5１４,２50
50  6 伊 予 銀 行 三津浜支店 １8 350,000
２0  7 伊 予 銀 行 宇和島支店 １6 3４7,600
7  8 伊 予 銀 行 本町支店 30 3１3,900
8  9 伊 予 銀 行 道後支店 １7 ２99,１00
9４  １0 愛 媛 銀 行 森松支店 ２１ ２77,500

前
月
順
位

順
　
位

金 融 機 関 名
保証承諾（累計）

件　数 金　額（千円）

１  １ 愛 媛 銀 行 本店営業部 ２36 ４,9４４,600
２  ２ 伊 予 銀 行 今治支店 １１４ ２,788,２４0
3  3 伊 予 銀 行 新居浜支店 １２４ ２,４１４,500
5  ４ 伊 予 銀 行 本店営業部 97 ２,１0１,000
４  5 伊 予 銀 行 西条支店 １0４ １,735,900
１0  6 愛 媛 銀 行 今治支店 9４ １,7１0,9１6
6  7 伊 予 銀 行 宇和島支店 １00 １,688,500
9  8 伊 予 銀 行 本町支店 １１3 １,5２9,900
7  9 伊 予 銀 行 大洲支店 7１ １,3２２,000
8  １0 広 島 銀 行 今治支店 8１ １,２69,850

10

10

10

ベスト

ベスト

ベスト

（当月中）

（累計）

ランキングベスト 10　─ 3 月の信用保証ランキング ─
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保証状況金融機関店舗別保証状況

店　　舗　　名
保　　　　　証　　　　　承　　　　　諾 保　証　債　務　残　高 代　位　弁　済

当　　月　　中 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 代弁率
（％）件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

みずほ 松 山 0 0 0.00 ４ 69,000 3４5.00 １４ １35,000 １２5.４１ 0 0 0.00 
今 治 １ 35,000 １06.06 3 75,000 66.37 １２ ２9２,6４２ １１２.68 0 0 0.00 
高 松 0 0 ──── １ 80,000 ──── １ 70,４70 １08.１7 0 0 0.00 

計 1 35,000 66.04 8 224,000 168.42 27 498,112 115.17 0 0 0.00 

りそな 天 六 0 0 ──── 0 0 0.00 １ ４0,00４ 80.0１ 0 0 0.00 
計 0 0 ──── 0 0 0.00 1 40,004 80.01 0 0 0.00 

三井住友 新 居 浜 0 0 ──── 0 0 ──── １7 １85,369 8２.08 0 0 0.00 
松 山 0 0 ──── 0 0 ──── ２ 7,0４7 3１.２9 0 0 0.00 
備 後 町 0 0 ──── 0 0 ──── １ ２,986 59.8４ 0 0 0.00 
渋谷駅前 0 0 ──── 0 0 ──── １ ２,36４ 8２.77 0 0 0.00 

計 0 0 ──── 0 0 ──── 21 197,766 77.19 0 0 0.00 

三菱東京 高松中央 0 0 0.00 １ 30,000 50.00 １0 １88,775 １05.35 0 0 0.00 
高 松 １ 30,000 １00.00 ２ ４0,000 １33.33 3 38,１88 8４.8４ 0 0 0.00 
大 阪 西 0 0 ──── 0 0 ──── ２ ２3,４87 7２.65 0 0 0.00 

計 1 30,000 50.00 3 70,000 77.78 15 250,450 97.51 0 0 0.00 

伊予 本 店 １6 655,700 ２73.２１ 97 ２,１0１,000 77.55 3４４ 6,7１5,１４9 １03.１４ 0 0 0.00 
本 町 30 3１3,900 １,１４１.４5 １１3 １,5２9,900 １35.76 ２85 3,４38,888 １08.１１ ２ ２１,7２１ 0.65 
潮 見 １ 5,000 ２１7.39 ２9 ２１7,900 90.87 １0２ 8１8,03２ 98.5２ 0 0 0.00 
松山駅前 １3 １6２,500 １7２.69 73 9１8,000 １１8.57 ２08 １,7４４,908 １06.36 0 0 0.00 
湊 町 6 １１２,000 97.39 6２ 65４,090 5２.06 ２00 ２,１6１,990 98.97 0 0 0.00 
小 栗 ４ 39,500 658.33 ４0 308,580 １１6.４5 8４ 60４,370 １0２.53 ２ 5４,9１6 9.１6 
立 花 3 １２,500 833.33 ２0 97,900 １00.6２ 68 3１１,89４ 9２.07 0 0 0.00 
新 立 １ ２0,000 666.67 １6 １66,900 97.55 58 ４03,836 90.9１ 0 0 0.00 
大 街 道 ２ 7,500 １50.00 36 3４7,000 １03.67 １２5 9２6,536 89.5１ １ １5,898 １.57 
一 万 8 8４,500 １,056.２5 39 ２83,300 53.４3 １１6 977,858 90.90 0 0 0.00 
道 後 １7 ２99,１00 96.１7 68 800,56４ 83.57 １87 １,998,808 １0１.86 0 0 0.00 
東 野 １ 5,000 55.56 １２ １４5,000 １４２.58 ４8 ２57,１8２ １30.03 0 0 0.00 
三 津 浜 １8 350,000 ２１２.１２ 69 893,000 97.４6 ２４１ ２,376,703 １１0.03 3 １２,４98 0.58 
水産市場 0 0 ──── ２ １0,000 １8.１8 6 １05,8４0 9１.55 0 0 0.00 
問 屋 町 5 １４0,000 ２４１.38 83 １,0１7,800 １90.１４ １93 １,805,3２２ １１0.67 0 0 0.00 
中央市場 0 0 0.00 １４ １４6,500 １0４.9４ 35 366,69２ 90.57 ２ 35,7４3 9.１3 
空 港 通 ２１ ２２0,500 ２59.４１ １06 １,２４5,600 １8１.４４ ２63 ２,４8２,3２8 １08.68 １ １,5４8 0.06 
余 戸 １２ １06,000 785.１9 6４ 560,000 １30.２0 １7１ １,379,678 １00.95 ２ ２１,２１9 １.55 
味 生 １ ２0,000 ──── ２４ １77,000 3２１.8２ 60 33２,４４１ 88.59 0 0 0.00 
石 井 9 １05,500 ２,3４４.４４ ４0 ４55,300 １7２.53 １２４ １,１１１,86４ 95.5１ 0 0 0.00 

椿 8 73,000 １78.05 39 370,700 １08.36 １２7 8１3,83１ １07.39 ２ 7２２ 0.09 
久 米 9 79,000 7１8.１8 59 ４90,300 １39.5４ １35 905,93１ １08.65 3 １6,４95 １.90 
福 音 寺 3 １9,600 78４.00 ２5 ２55,４00 １63.6１ １08 86４,77４ １06.0４ １ 3,２78 0.４0 
小 野 ２ ２7,000 5４0.00 １6 ２6１,000 ２55.88 6１ ４3１,93２ １１１.80 5 3４,２09 8.77 
堀 江 3 7,500 9.0４ ２6 3２２,４80 １２5.7２ 7１ 5２7,２４１ 9１.２3 ２ 8,783 １.5２ 
和 気 ２ 3４,000 ４5.33 ２3 ２00,000 96.85 60 ４8２,80１ １00.83 １ １,１１5 0.２3 
森 松 6 ４7,２00 ２４8.４２ ４6 3４１,950 76.38 １２9 8２3,２77 93.07 0 0 0.00 
中 島 １ 30,000 ──── 5 8２,000 7４.89 １9 １４3,785 8２.33 １ １,２１４ 0.8４ 
北 条 ２0 ２03,000 ２03.00 76 569,１00 93.80 １8４ １,２４7,975 9４.0２ １ 6２3 0.05 
横 河 原 １ 5,000 １66.67 １6 １50,500 93.１9 79 605,４6２ 87.１6 6 １１6,9２3 １7.99 
川 内 3 33,000 330.00 ２４ ２99,500 57.４４ 80 83１,４99 １08.２１ 0 0 0.00 
砥 部 ４ 56,000 ２00.00 3１ 37４,２00 ２１6.68 １08 597,２35 １03.２0 １ 9,879 １.69 
松 前 ４ 8２,000 9４.２5 38 8４４,２４0 １67.１8 １50 １,9４４,１33 97.63 0 0 0.00 
郡 中 3 86,000 ２9１.53 37 ４9２,870 7２.6１ １5４ １,４3４,36４ 9１.58 １ １5,05２ 0.96 

※代弁率は年度初めから当該月までの平均残高により算出したものです。

平成 ２7 年 3 月分 （単位：千円）



14

店　　舗　　名
保　　　　　証　　　　　承　　　　　諾 保　証　債　務　残　高 代　位　弁　済

当　　月　　中 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 代弁率
（％）件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

伊予 上 灘 0 0 ──── ４ 36,000 １４１.１8 １5 87,４４8 98.8２ 0 0 0.00 
中 山 0 0 ──── ４ 33,000 3４.9２ １9 １２7,４２6 8４.79 0 0 0.00 
久 万 １ ４0,000 ４5.４5 １１ ２66,000 98.88 5１ 6１7,503 １05.56 １ ４0,４30 6.87 
小 田 0 0 0.00 ２ １6,000 １03.２3 ２２ １9２,377 9２.77 0 0 0.00 
今 治 １6 5１４,２50 85.４２ １１４ ２,788,２４0 87.88 ４08 6,089,30１ 97.４5 0 0 0.00 
中 浜 ２ ２8,000 ２80.00 38 6１２,500 59.95 １6２ １,6４２,7４5 8４.98 9 96,95１ 5.65 
日 吉 5 5１,４00 56.４8 59 88４,300 １57.４0 ２3１ ２,１73,533 １06.２7 0 0 0.00 
今 治 南 ２ １１,000 ２6.83 １7 １２5,000 53.１２ 8２ 6２１,636 9２.9４ 0 0 0.00 
波 止 浜 １ 30,000 93.75 １１ １１5,500 ２0.9４ 93 780,9４２ 76.69 １ 7,0２0 0.80 
鳥 生 5 ２４,000 3２.４3 3２ 3４４,000 63.１２ １１7 980,４76 88.99 0 0 0.00 
桜 井 3 ２２,000 １37.50 １２ 65,500 ２9.9１ 93 ４8４,１１8 83.37 3 １3,２79 ２.5２ 
菊 間 １ 63,000 ──── １４ １7１,000 79.9１ 56 5２４,5２0 98.85 0 0 0.00 
大 島 3 ４9,000 5１.0４ 30 ４１１,000 9４.66 １03 １,00４,１１9 96.5２ 3 ４8,２3１ ４.7２ 
伯 方 １ 3,000 ──── １9 360,000 １85.57 65 667,１89 １１２.09 0 0 0.00 
宮 浦 0 0 ──── ４ ４１,000 8１.１9 35 ２6１,１5４ 8１.４8 0 0 0.00 
新 居 浜 30 688,600 １66.09 １２４ ２,４１４,500 70.50 5２9 6,9４２,039 93.03 7 70,8２9 １.0１ 
角 野 ４ 7４,２90 １,２38.１7 6２ 806,680 １４7.93 １7４ １,9４5,8４5 １08.38 ２ 7,93４ 0.４２ 
新居浜東 5 ２8,000 373.33 ２8 ２30,000 69.63 １１3 800,86１ 99.58 ２ ４,8４9 0.6２ 
中 萩 １ ２0,000 ２85.7１ ２6 3２9,000 77.２5 １２8 １,１09,605 95.9１ 0 0 0.00 
土 居 5 3４,000 ──── ２6 ２１7,500 ２79.38 １２２ 76４,60１ １00.09 0 0 0.00 
三 島 6 １89,000 ２,5２0.00 50 79２,２00 １3１.73 ２１7 ２,099,08１ 83.7１ 5 9２,5２5 3.98 
川 之 江 １0 １69,000 １85.7１ 53 8４7,２00 80.57 ２30 ２,78４,653 １0４.36 3 7,１39 0.２6 
西 条 １7 ２53,000 9４.58 １0４ １,735,900 78.４3 ４85 5,000,２４0 １0１.5１ 0 0 0.00 
三 芳 5 37,１00 ４63.75 ２0 １6１,500 78.59 97 885,２83 93.38 １ 5,69１ 0.63 
壬 生 川 8 １１7,600 ４59.38 ４5 58４,600 １8１.78 １5１ １,3２４,986 １08.8２ 0 0 0.00 
丹 原 ２ 30,000 ──── １0 １４0,500 １１6.１２ ４２ 303,83２ １２8.１5 0 0 0.00 
小 松 3 １0,500 ４3.75 ２0 ２２7,000 １４8.37 77 733,４65 95.55 0 0 0.00 
八 幡 浜 9 ２06,500 99.76 68 １,１57,800 93.86 ２6４ 3,１5１,8１１ 96.98 ４ ４8,7２8 １.57 
大洲本町 0 0 0.00 １7 １7２,000 ２95.53 56 ４２5,70４ １１２.２3 １ 3,358 0.8２ 
大 洲 ２ １４,500 ４5.3１ 7１ １,3２２,000 １0４.88 ２２7 ２,8１5,5４6 １１１.２8 １ 900 0.03 
長 浜 0 0 ──── 9 １77,500 ４0.6２ 50 77１,78１ 6２.96 0 0 0.00 
五 十 崎 １ ２0,000 １00.00 １0 １66,000 75.１１ 5４ 503,２98 96.38 0 0 0.00 
内 子 0 0 ──── １5 １5４,000 7２.４４ 58 606,0４４ １0１.４４ 0 0 0.00 
川 之 石 １ 6,000 １0.9１ 3 63,000 56.76 37 ２４8,４１１ 75.05 0 0 0.00 
伊 方 １ 3,500 ──── 7 30,000 57.１４ １9 7１,４４7 69.0１ 0 0 0.00 
三 机 0 0 ──── １ １,500 30.00 3 8,7１3 １00.73 0 0 0.00 
三 崎 １ １,500 ──── 5 56,500 ──── ２１ １6２,２83 １06.４２ 0 0 0.00 
三 瓶 3 １8,000 １80.00 8 79,000 7１.１7 ４3 30２,４50 88.１0 １ 99 0.03 
宇 和 島 １6 3４7,600 ２3１.73 １00 １,688,500 86.96 375 ４,４４１,350 97.08 ４ ２４,567 0.57 
追 手 0 0 ──── １ １,000 ──── １ 830 ──── 0 0 0.00 
卯 之 町 ４ ２１,000 38１.8２ ２7 ２４6,２00 １４４.06 １05 7４１,１２9 96.0１ １ 607 0.08 
野 村 １ １5,000 ２１.7４ １6 １66,000 7４.6１ 6４ 50２,037 97.9４ 0 0 0.00 
高 山 0 0 0.00 ２ 75,000 7２.60 １４ １４9,9２6 90.66 0 0 0.00 
吉 田 １ ２,000 １00.00 １１ １２9,000 １４8.２8 ４8 3４0,858 93.97 0 0 0.00 
近 永 ２ ２8,000 ──── １3 １73,000 １06.59 5１ 5２6,9１0 93.１２ 0 0 0.00 
松 丸 0 0 ──── 0 0 0.00 １5 69,２４２ 66.06 3 １１,095 １3.１0 
岩 松 0 0 0.00 8 １07,500 30２.8２ ４４ ２１0,590 96.73 0 0 0.00 
愛 南 ２ 3,１00 １55.00 １２ １１8,２80 39.0４ 8２ 7１0,669 93.53 0 0 0.00 
高 岡 0 0 ──── 0 0 ──── ２ 6２４ 5２.53 0 0 0.00 
富 田 １ １0,000 ４0.00 ２４ １55,500 １33.8２ 70 ４6２,２75 98.99 3 8,２35 １.7４ 
古 川 １0 ４0,000 ２50.00 53 3１9,000 １50.２6 １２9 63２,0４5 １１0.50 0 0 0.00 
牛 渕 ２ 7,5４0 36.２5 １４ １03,0４0 ２２２.55 59 305,36２ １１5.6４ 0 0 0.00 
原 町 ２ １5,000 １50.00 １7 １４４,１00 ２４0.１7 5１ 373,007 １07.１7 0 0 0.00 
日 高 0 0 ──── ２ 9,000 １8.00 6 5４,0１0 8２.53 0 0 0.00 
丸 亀 0 0 ──── １ ４0,000 ──── ２ 5４,350 １9１.76 0 0 0.00 
三 津 東 0 0 ──── １ 3,000 ──── 6 9,89１ 8２.68 0 0 0.00 
桑 原 ２ １8,000 360.00 １４ １86,500 77.４5 ４6 36１,875 95.33 0 0 0.00 

※代弁率は年度初めから当該月までの平均残高により算出したものです。

平成 ２7 年 3 月分 （単位：千円）
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保証状況

店　　舗　　名
保　　　　　証　　　　　承　　　　　諾 保　証　債　務　残　高 代　位　弁　済

当　　月　　中 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 代弁率
（％）件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

伊予 観 音 寺 0 0 ──── 0 0 ──── １ ２8,１２5 85.58 0 0 0.00 
岡 山 南 0 0 ──── 0 0 ──── １ １１,073 9４.0１ 0 0 0.00 
大 西 ４ 63,000 ──── １5 １４8,000 60.9１ 55 355,55４ 96.96 0 0 0.00 

計 438 6,768,480 161.12 2,952 39,077,114 95.21 10,359 102,332,755 98.66 92 864,307 0.85 

四国 松 山 0 0 ──── 9 １79,000 66.４9 ４5 5１7,４55 89.４２ 0 0 0.00 
松山本町 0 0 ──── 5 9１,800 １76.5４ １7 １69,１１9 9１.57 １ １,5２6 0.89 
松 山 南 ２ 3２,000 ４２6.67 １3 １9１,000 ２53.65 ４0 ２76,5１5 １１１.87 0 0 0.00 
今 治 １ 30,000 ──── 5 95,700 １１3.２5 5１ 77１,89４ 83.78 0 0 0.00 
八 幡 浜 0 0 ──── 5 55,000 73.33 36 ２86,383 9２.４7 0 0 0.00 
宇 和 島 3 １3,500 6.２４ １6 １3２,４00 3１.87 59 587,999 １0１.09 ２ 7,58１ １.２7 
御 荘 0 0 ──── 0 0 0.00 5 9,7４5 73.30 0 0 0.00 
松 山 西 １ ４0,000 ──── １２ ２67,000 ２38.39 ２8 3１6,373 １05.9１ １ ２,１08 0.69 
四国中央 0 0 ──── ４ 37,２00 １6１.7４ 8 73,979 １２8.４7 0 0 0.00 

計 7 115,500 51.56 69 1,049,100 94.44 289 3,009,462 94.26 4 11,216 0.36 

百十四 松 山 7 89,000 １１１.２5 ２9 383,500 78.２7 １0１ 997,１99 １１１.5１ １ 3,１59 0.3４ 
新 居 浜 3 １0,000 ──── １0 6１,300 33.37 55 768,86２ 85.8２ 0 0 0.00 
三 島 0 0 0.00 ２ 33,000 30.２8 ４5 37４,700 7１.59 0 0 0.00 
今 治 １ １0,000 １33.33 １3 １２5,000 3１.75 6２ 685,４87 77.55 0 0 0.00 
西 条 3 １0,１00 １06.3２ １5 96,700 65.96 １09 566,390 86.75 0 0 0.00 
坂出東部 0 0 ──── 0 0 ──── １ 5,30４ 56.96 0 0 0.00 

計 14 119,100 114.52 69 699,500 52.87 373 3,397,942 88.03 1 3,159 0.09 

阿波 松 山 １ 30,000 ──── １0 １４9,000 76.１3 67 60４,２8２ 96.４7 0 0 0.00 
池 田 0 0 ──── 0 0 ──── １ １5,560 78.２２ 0 0 0.00 
藍 住 0 0 ──── 0 0 0.00 ２ 37,300 86.6２ 0 0 0.00 
鳴 門 0 0 ──── ２ ４１,000 １6４.00 １ 30,４8４ １30.63 0 0 0.00 

計 1 30,000 ──── 12 190,000 84.18 71 687,626 96.48 0 0 0.00 

広島 松 山 9 76,600 １２3.55 7２ １,037,600 70.89 １65 １,863,２76 95.9４ 0 0 0.00 
今 治 １ １,000 １0.00 8１ １,２69,850 １１9.４１ １88 ２,２２7,１7４ 99.２7 0 0 0.00 
伊予西条 ２ １3２,000 ４４0.00 3２ ４４6,500 69.06 １４２ １,0１２,２１8 90.77 ２ 36,0４４ 3.5２ 
新 居 浜 0 0 0.00 ２5 ４87,500 86.6１ 80 １,１33,9２４ 98.08 0 0 0.00 
三 島 ２ １１,000 １3.１7 ４3 385,050 8４.４４ １１0 9４４,４86 99.４9 0 0 0.00 
川 之 江 ２ 7,000 8.05 １6 ２3４,500 １6２.85 56 6２0,6４7 9２.03 0 0 0.00 
因 島 0 0 ──── ２ 9,000 １0.２3 6 ２67,6２6 87.0４ 0 0 0.00 
木 江 0 0 ──── １ １0,000 ４0.00 １ 9,４99 ２8.9２ 0 0 0.00 
岩 国 0 0 ──── 0 0 ──── ２ １４,3１２ 7.7１ 0 0 0.00 

計 16 227,600 68.25 272 3,880,000 87.20 750 8,093,163 94.03 2 36,044 0.44 

中国 川 之 江 0 0 ──── 5 7２,000 ４２.68 ４４ 590,5４0 7１.４9 0 0 0.00 
丸 亀 0 0 ──── 0 0 0.00 ２ ４0,656 7４.38 0 0 0.00 

計 0 0 ──── 5 72,000 36.24 46 631,196 71.67 0 0 0.00 

山口 松 山 １ １0,000 7１.４3 ２４ ４88,000 336.55 5１ 9４5,5１7 １00.60 0 0 0.00 
今 治 0 0 ──── 7 １37,500 ２,750.00 １3 ２36,753 １１8.9１ 0 0 0.00 
尾 道 0 0 ──── 0 0 ──── １ １,05２ 5１.07 0 0 0.00 

計 1 10,000 71.43 31 625,500 417.00 65 1,183,322 103.70 0 0 0.00 

西日本 若 松 0 0 ──── 0 0 ──── １ 8,876 55.38 0 0 0.00 
広 島 0 0 ──── 0 0 ──── ２ 9,3２４ 98.88 0 0 0.00 

計 0 0 ──── 0 0 ──── 3 18,200 71.49 0 0 0.00 

愛媛 本 店 ４9 １,１４7,500 １0４.63 ２36 ４,9４４,600 80.6４ 57２ 8,009,375 １00.１２ １ １8,４85 0.２5 
中央市場 0 0 0.00 3 ２４,000 53.33 7 ４6,35２ １39.9２ 0 0 0.00 
水産市場 0 0 ──── １ 5,000 8.33 １0 65,35４ 85.56 0 0 0.00 

※代弁率は年度初めから当該月までの平均残高により算出したものです。

平成 ２7 年 3 月分 （単位：千円）
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店　　舗　　名
保　　　　　証　　　　　承　　　　　諾 保　証　債　務　残　高 代　位　弁　済

当　　月　　中 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 代弁率
（％）件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

愛媛 末 広 町 ４ １58,500 ４9.07 ４8 593,000 5４.53 １63 １,１0４,４38 93.４5 3 8,１79 0.73 
大 街 道 １１ 89,000 ２9.４6 ４5 3２7,800 ４6.93 １69 １,075,356 87.3２ 0 0 0.00 
道 後 6 ２65,000 8１.66 37 707,600 90.57 １２１ １,４0１,753 93.69 3 33,357 ２.53 
本 町 １0 １４8,000 7４.１9 5４ 593,500 9１.67 １33 １,0４9,679 １１２.４0 0 0 0.00 
三 津 浜 １5 ２４3,000 １69.3４ ４9 60４,500 80.57 １6４ １,２79,１89 95.69 3 50,637 3.93 
立 花 7 ２４,１80 １38.１7 ４6 30２,500 １１3.08 １１5 637,0１２ １06.3２ 0 0 0.00 
久 米 5 １１8,000 １0２.１6 55 60１,２50 １06.４２ １１6 １,0１9,４5４ １１２.79 １ 3,66４ 0.39 
余 戸 １４ １33,500 １05.１２ ４0 5４6,000 １60.78 １１5 9４5,9２４ 9４.４9 5 ２6,96４ ２.78 
鴨 川 8 88,000 １２3.08 ４0 358,２１0 56.１5 １４3 １,070,788 85.50 7 １１0,977 １0.４7 
中 央 通 5 66,500 65.8４ １6 ２２6,085 53.90 86 583,3１２ 80.２8 ２ １１,４06 １.73 
古 川 ２２ １50,000 １97.37 58 399,500 76.89 １４9 8２２,１78 １0４.４5 0 0 0.00 
桑 原 8 96,500 １3２.１9 ２3 ２08,000 86.４9 80 350,3４3 86.２7 0 0 0.00 
森 松 ２１ ２77,500 １83.53 68 777,２00 8２.0１ １78 １,6２6,77２ 95.09 8 7２,87１ ４.77 
空 港 通 9 ２9,000 5４.7２ 70 395,300 １２１.7４ １3４ 70１,369 １２４.１8 0 0 0.00 
石 井 １7 １１3,600 １２0.59 6４ 5１8,300 66.１3 １85 １,38１,8１0 １08.79 １ １,１１8 0.08 
雄 郡 １２ １１8,500 67.83 3４ 3１3,700 99.97 88 6２6,１05 １03.5１ 0 0 0.00 
重 信 7 8２,500 95.38 35 335,800 １0２.４４ 90 505,936 １0１.２8 0 0 0.00 
郡 中 6 １93,000 １97.75 ２9 ４59,000 66.5２ 95 １,0２0,４２8 １１3.5１ １ 7,67１ 0.8４ 
久 万 0 0 0.00 １１ 58,４00 69.5２ 36 １57,１3２ 85.97 １ ２２,9２7 １3.5４ 
北 条 １１ １0４,000 8２.２１ ４２ 360,750 １２４.２１ １１9 707,3４8 １05.0２ １ １,680 0.２5 
川 之 江 ２ 38,000 9１.57 ２6 5４１,000 １70.55 97 88１,087 １１４.0４ 0 0 0.00 
三 島 5 86,500 ２98.２8 33 ２96,500 7４.9１ 9４ 593,937 7１.90 １ 6１8 0.１0 
新 居 浜 １４ １78,000 ２４8.２6 65 759,000 １09.8１ １8１ １,983,709 87.35 3 50,589 ２.5４ 
新居浜東 ４ １5,500 3１.3１ 3４ ４１3,300 １60.9４ 8４ 6１6,08４ １１3.38 0 0 0.00 
泉 川 ２ 8,000 １77.78 39 3１7,１00 １7２.5２ 79 ４57,２４6 １１7.3４ 3 ４１,575 9.07 
西 条 8 ４0,500 337.50 65 56４,300 １37.１0 ２0１ １,４57,3４４ 95.２9 6 ４3,４55 ２.90 
氷 見 3 ２２,500 93.75 １9 １１6,680 １65.50 5１ １8１,１39 １１２.3２ 0 0 0.00 
壬 生 川 3 １7,000 377.78 ２１ １07,１00 67.57 77 ４２２,0２２ 80.06 ２ １5,9４3 3.37 
丹 原 6 ２6,000 ２00.00 ２6 １１２,700 95.5１ 69 ２76,7１6 78.４9 0 0 0.00 
今 治 ２0 580,7１6 １１４.79 9４ １,7１0,9１6 88.3４ ２２２ ２,5４5,４30 １0４.２0 0 0 0.00 
旭 町 １7 １78,１50 76.４6 50 ４08,050 6２.２7 １２7 868,967 89.3４ 3 9,633 １.１9 
波 止 浜 8 １67,000 １5４.63 ４0 709,050 １0４.４１ 8４ １,03４,7４3 １１２.１１ 0 0 0.00 
伯 方 9 66,000 550.00 ２8 １57,300 ４8.４１ 77 5１8,0１3 8４.70 0 0 0.00 
弓 削 ２ １3,000 53.06 9 3２,500 ２8.76 ２9 ２0２,305 85.１5 0 0 0.00 
菊 間 3 9,500 １05.56 １４ 5１,500 １07.２9 ２0 68,89２ １05.06 0 0 0.00 
吉 海 ２ 6,000 ──── １3 8１,500 １１１.6４ 38 １3２,056 59.76 0 0 0.00 
長 浜 ４ 7１,500 ２0４.２9 １１ １１6,000 １3４.88 ４１ ２２5,２73 98.3４ 0 0 0.00 
内 子 3 ４3,500 ２,１75.00 ２４ 365,000 １４４.73 8１ 7４5,0２２ １06.99 0 0 0.00 
大 洲 １3 １１１,000 ２36.１7 ４４ ２67,000 60.9２ １33 908,１06 97.66 5 5４,777 6.3２ 
八 幡 浜 ２ １１,000 8.２7 ２9 399,750 ４9.9２ １２6 963,7１9 85.50 3 １0,659 １.05 
三 瓶 ４ 55,000 １37.50 １8 35２,000 １４２.80 3２ 366,85４ １00.7４ １ 5,089 １.４8 
川 之 石 3 １7,000 ２４２.86 １４ １00,000 7１.9４ 36 １8１,１80 89.90 0 0 0.00 
野 村 3 ２8,000 ２80.00 8 89,000 １83.5１ 36 ２3１,507 １１8.00 0 0 0.00 
卯 之 町 3 ２8,000 373.33 １6 １75,900 １6１.05 80 6４４,986 97.４7 0 0 0.00 
宇 和 島 １２ ２5４,４50 9１.0４ ４４ 793,１50 68.03 １78 １,8４7,893 90.98 ４ １0,078 0.56 
近 永 ４ 55,500 １0４.7２ １3 ２03,000 79.9２ 65 509,４55 １00.06 0 0 0.00 
吉 田 3 36,600 7１.76 １3 8４,900 96.１5 ４6 １97,70１ １0２.9４ 0 0 0.00 
岩 松 ２ 5,500 ２0.0１ 9 33,700 66.09 38 １１9,57４ 9１.5１ 0 0 0.00 
城 辺 0 0 0.00 ２４ ２78,２00 １88.１5 ４9 36４,33１ １１8.05 ４ 37,２9１ １0.１6 
宇和島南 3 ２9,000 ２0２.80 ２１ １１8,000 87.3４ 69 ２99,370 95.3１ ４ １４,008 ４.36 
見 奈 良 5 ２6,500 ２４.5４ １5 １38,000 65.68 7２ ４１４,４53 85.6４ １ １,5４3 0.35 
今 治 東 ４ 7,000 ２3.73 ２0 70,000 ４6.２0 5４ ２４１,２39 79.85 １ 8,２73 3.１２ 
湯 築 ４ ２9,500 １,966.67 １3 67,050 １４４.１9 ２8 １0４,４5１ １3４.33 0 0 0.00 
松山駅前 ２ 3,000 5.88 ２3 60,600 ４7.１２ 59 ２２１,887 80.４5 ２ １7,１78 6.8２ 
味 生 ４ １5,000 １１４.07 １6 6４,１30 77.50 55 １6１,66１ 99.４0 0 0 0.00 
松 末 9 97,800 565.3２ 33 １93,２00 １１0.3４ 69 38４,538 １0１.57 １ 3,573 0.97 
中 萩 5 １5,000 750.00 ２8 １7１,000 １２２.２5 69 ２50,４２3 90.0４ ４ ２9,07１ １0.86 

※代弁率は年度初めから当該月までの平均残高により算出したものです。
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保証状況

店　　舗　　名
保　　　　　証　　　　　承　　　　　諾 保　証　債　務　残　高 代　位　弁　済

当　　月　　中 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 代弁率
（％）件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

愛媛 日 高 ４ 37,000 １４5.１0 ２２ ２07,900 76.63 88 ４83,４9４ １07.１6 １ １,836 0.４0 
三津浜東 ２ 5,500 １１0.00 １3 33,8４２ 60.４3 ２6 76,２78 １１9.65 0 0 0.00 
金 生 １１ 60,000 96.４6 ２8 ２２9,500 １89.36 5２ 330,079 １１6.67 １ 5,530 １.80 
中 之 庄 ２ 7,000 ４6.67 ２２ １8２,000 １63.２3 ４４ ２5２,４１２ １05.１２ 0 0 0.00 
飯 岡 ２ 6,500 １２.１5 １１ 73,000 86.39 37 １２9,9４8 99.5４ ２ １,57２ １.１４ 
川 内 ２ 6,000 １3.33 １8 ２１6,000 １0２.0２ 6２ ４3４,857 １２8.２４ ２ 3,986 0.99 
桜 井 3 ４0,800 ２9.57 １9 １93,４00 5４.４3 6１ 338,935 77.6４ 0 0 0.00 
松 前 ２ ４,650 １１.3４ ２7 １73,530 6２.２４ 83 503,２9２ 83.78 １ 6,２４6 １.１3 
姫 原 3 8,000 ──── 7 １5,000 １0２.7４ １5 ２0,9２6 １４8.４１ 0 0 0.00 
東 京 0 0 ──── 0 0 ──── １ 5,850 ──── 0 0 0.00 
土 居 3 8１,４00 ──── １４ １57,900 １50.38 53 ４5１,２35 97.0２ 0 0 0.00 
砥 部 5 95,000 ４４１.86 ２４ １8１,800 7２.06 5４ ４２7,１４5 87.１１ ２ 53,509 １１.79 
来 住 8 70,000 ２２5.8１ 36 ２99,600 １１7.35 8２ 5２8,１39 １03.8４ 0 0 0.00 

計 494 6,459,846 102.46 2,357 26,141,543 85.99 6,672 51,793,309 97.55 94 795,968 1.58 

高知 松 山 0 0 0.00 １ １5,000 １４.0４ 37 ２99,667 88.63 ２ 6,２２5 １.9２ 
今 治 0 0 0.00 7 77,000 5４.6１ ４5 359,955 8１.86 0 0 0.00 
新 居 浜 ４ ２４,000 ──── １7 １４４,600 １４7.55 57 ４35,４67 87.85 １ 6,7２0 １.４9 
八 幡 浜 0 0 ──── 6 9２,600 336.73 ２7 １97,089 １3２.１8 ２ 3,786 ２.２3 
宇 和 島 0 0 ──── 8 38,500 ２65.5２ ４5 １3１,0２9 85.96 0 0 0.00 
城 辺 0 0 ──── ４ ２１,000 7４.60 ２6 １２7,１85 88.60 0 0 0.00 

計 4 24,000 133.33 43 388,700 93.45 237 1,550,392 90.21 5 16,730 1.04 

徳島 松 山 １ 3,000 7.１４ １0 95,000 69.60 3２ 353,１90 １0４.03 １ １,２１４ 0.3４ 
今 治 １ 3,000 １50.00 １6 37２,000 79.7４ 87 5１9,４１8 6２.3２ ２ ４,４80 0.63 

計 2 6,000 13.64 26 467,000 77.45 119 872,608 74.40 3 5,694 0.53 

香川 松 山 ２ １3,000 ２１6.67 ２6 ４４7,４00 359.36 １１5 １,055,070 １0２.8２ 6 97,２9１ 9.２２ 
松 山 西 3 33,000 66.00 ２3 ２9２,900 7２.２9 85 7１8,４２9 9１.１6 0 0 0.00 
今 治 １ １,１50 0.9１ ２9 3４４,650 86.8１ １２１ １,098,４１6 69.１5 １ 7,87２ 0.57 
西 条 １ 3,000 3.１9 ２２ ２80,000 １33.１４ 86 67４,２２２ 96.63 0 0 0.00 
新 居 浜 ２ 3１,500 ４6.3２ 37 ４57,600 98.6２ １１２ １,２１6,１２0 9２.98 ４ ４3,759 3.50 
三 島 0 0 0.00 １5 １0２,550 55.58 67 ４53,696 １0２.00 0 0 0.00 
川 之 江 １ 3,000 8.57 ２４ ４１6,550 １56.30 93 １,２２４,060 89.5４ 0 0 0.00 
大 洲 １ ２,500 ２5.00 １7 １２5,500 １70.75 ４5 ２１7,978 １１6.77 0 0 0.00 
八 幡 浜 ２ １3,000 ──── 9 6１,１00 １05.3４ ４5 １78,１４9 85.４２ 0 0 0.00 
宇 和 島 ２ 60,000 １,２00.00 ２２ 308,500 ２03.63 68 ４４１,775 １２２.４7 0 0 0.00 
岩 松 0 0 ──── 3 9２,000 3２8.57 ２7 １9１,669 １１7.４４ 0 0 0.00 

計 15 160,150 38.41 227 2,928,750 123.94 864 7,469,585 91.77 11 148,923 1.90 

もみじ 因島田熊 0 0 ──── １ １0,000 ２,500.00 ２ 9,560 ２,77１.0１ 0 0 0.00 
計 0 0 ──── 1 10,000 2,500.00 2 9,560 2,771.01 0 0 0.00 

愛媛信用 本 店 １0 9４,500 ２,１00.00 8１ 5１４,850 ２１5.78 １96 907,２４４ １１7.0２ ４ １0,２8４ １.２２ 
城 東 3 １１,500 ──── ２8 １１9,800 ２99.50 6１ ２6１,9２9 １07.6２ 0 0 0.00 
松山本町 ２ １8,000 360.00 35 １9１,300 ２１４.70 8２ 33１,506 １0４.73 ２ 50,２１3 １5.3２ 
道 後 0 0 ──── 30 85,１00 １１8.9４ 6２ ２67,338 95.68 １ 7,２４４ ２.59 
土 橋 3 １0,300 ──── ２４ １0４,２50 １86.１6 56 ２03,２４6 １09.２6 0 0 0.00 
東環束本 ２ 6,500 7２.２２ 38 １４４,２00 ２２１.5１ １0２ ４１5,１73 88.２0 3 38,２7１ 8.50 
久 米 １１ 63,２00 6,3２0.00 36 １95,700 73.63 80 ４79,5１9 １0１.56 0 0 0.00 
潮 見 5 36,500 ──── ４0 ２97,300 １95.9１ 77 ４１9,１63 １3２.39 0 0 0.00 
余 戸 ２ 8,000 ──── ２２ １39,500 １9１.１0 35 ２3４,897 １１２.7１ 0 0 0.00 
湊 町 0 0 ──── １ 500 ２5.00 ２ 985 37.４8 0 0 0.00 
中 央 通 ２ 6,000 63.１6 ２5 9１,500 １83.37 3４ １２0,69１ 99.２3 ２ ２,56２ ２.09 
石 井 8 30,500 １05.２8 56 378,500 １59.１9 １２5 8４２,４78 １06.２8 0 0 0.00 
平 井 5 37,500 １２0.97 ４7 １88,800 １１１.39 63 ２56,35１ １２8.１5 １ ２,3４１ 0.98 
斉 院 ２ 3,000 ──── ２5 7１,600 １99.４４ 5１ 97,969 95.07 0 0 0.00 

※代弁率は年度初めから当該月までの平均残高により算出したものです。

平成 ２7 年 3 月分 （単位：千円）
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店　　舗　　名
保　　　　　証　　　　　承　　　　　諾 保　証　債　務　残　高 代　位　弁　済

当　　月　　中 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 代弁率
（％）件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

愛媛信用 土 居 田 3 5,000 76.9２ ２7 7１,１00 １05.33 58 １83,１１9 9１.67 １ １0,305 5.57 
立 花 １ １5,000 ４70.２２ ２7 １４9,0２0 １75.４４ ４5 ２59,806 １２3.9１ 0 0 0.00 
砥 部 ２ ２４,000 9２3.08 ４２ 308,800 ２88.33 93 39２,１２5 １２6.33 １ １,773 0.４9 
横 河 原 0 0 0.00 １１ ４6,２00 １77.0１ 3４ １3４,583 １09.57 0 0 0.00 
久 万 0 0 0.00 8 8１,500 ２8１.03 ２7 １5２,309 １0２.４9 １ 6,500 ４.１0 
今 治 3 １5,000 ──── 70 38４,１00 １１5.73 １7４ 955,8４8 97.70 3 5,560 0.58 
本 町 ２ 30,000 500.00 １9 １１6,000 １33.03 ４１ ２0４,709 １１8.２8 0 0 0.00 
常 盤 町 0 0 ──── 3２ １89,000 ２09.88 9４ 3２6,853 １２7.１１ 5 ２3,２0２ 7.8２ 
鳥 生 ２ １6,000 ──── ２１ １5４,000 １１0.４7 55 309,507 １１6.7１ 0 0 0.00 
波 止 浜 １ 5,000 １00.00 ２3 １88,500 7４.２１ 7２ 75２,5１0 96.9１ 0 0 0.00 
喜 田 村 １ 5,000 ２0.00 39 ２２２,300 ２35.99 １１5 375,505 １１１.77 0 0 0.00 
壬 生 川 ４ １3,１00 ──── 33 ２１１,800 １４7.60 １03 ４5１,609 １06.93 0 0 0.00 
丹 原 0 0 0.00 １２ 53,500 7１.7２ ４１ １57,0２8 １0２.４0 0 0 0.00 
菊 間 0 0 0.00 3 8,４60 89.05 ２0 38,２69 98.96 0 0 0.00 
大 西 １ １,000 ──── ２0 １36,000 ２４7.２7 5４ ２77,053 99.7１ １ １,799 0.6４ 
八 幡 浜 １ ２,000 ２00.00 ２２ ２35,300 7２.6２ 7４ 50１,367 １２3.１４ 0 0 0.00 
江 戸 岡 0 0 ──── 8 38,000 65.5２ ２0 78,803 96.39 0 0 0.00 
大 洲 １ ２5,000 ──── １5 １5２,580 １6１.４6 ４5 303,995 １03.85 0 0 0.00 
野 村 １ ４,000 ──── 6 ２6,900 96.07 3２ １0４,１85 78.5２ １ １,68２ １.４5 
宮 西 ２ 6,500 ──── ２6 １１２,000 ４２４.２４ 33 １２２,１63 １5１.36 0 0 0.00 
今治立花 ２ 9,500 １90.00 １9 8１,900 98.08 67 １65,698 86.39 3 7,597 ４.3４ 
朝 生 田 0 0 ──── ２7 １１6,２４0 １03.79 5４ ２２１,１60 １03.１１ 0 0 0.00 
川 内 0 0 0.00 １0 5１,750 １0１.４7 3２ １55,57２ 7１.83 3 １0,２8２ 5.２４ 
とべ中央 １ １,000 ４0.00 ２6 １95,900 １89.55 78 ２9２,88１ １２４.２２ ２ １0,00２ 3.60 
垣 生 ２ 6,000 １50.00 30 １57,２00 ２03.２8 67 ２97,038 9４.35 0 0 0.00 
雄 郡 6 １8,500 １,２33.33 ２４ 69,000 8２.05 ４5 １5４,４39 9４.４8 0 0 0.00 
和 泉 5 ２0,800 ４１6.00 35 １４7,300 １２3.２6 85 ２9２,638 １00.２5 0 0 0.00 
港 南 3 １２,000 ４0.00 １3 77,600 １１４.96 ４0 １79,98１ １１４.４9 0 0 0.00 
郡 中 0 0 ──── ２４ 98,800 378.5４ 5４ １50,４83 １２４.60 0 0 0.00 
松 前 １ 900 ──── １１ 75,700 １93.２１ 3２ １86,086 １２3.0２ 0 0 0.00 
北 条 0 0 ──── ２0 76,500 １8４.3４ ４3 １06,２88 １１3.3２ １ １,053 １.06 
溝 辺 3 １１,000 ──── ４１ １6２,１00 ２２２.05 6１ ２１7,6４8 １１9.8２ 0 0 0.00 
三 津 浜 ２ 5,500 ──── 3４ １２１,550 １77.４5 5２ １8１,7４8 １00.5２ 0 0 0.00 
住 吉 １ 3,000 ──── １9 59,500 １１9.00 ４0 １４7,４36 77.06 0 0 0.00 
味 生 ４ ２6,850 ──── ２２ 78,550 １４４.39 36 99,396 １3１.5１ 0 0 0.00 
西 条 ２ １0,500 １,050.00 ２5 １２１,800 ４5.２8 １１２ 6４7,06４ 87.60 １ ２,２59 0.33 
新 居 浜 3 9,000 7２.00 ４0 ２４8,４00 １77.3４ １１４ ４0２,80２ １06.76 ２ ２,677 0.67 
き し １ 3,000 ４２8.57 30 １33,8２0 99.４２ 75 30２,２４5 １0１.0４ 0 0 0.00 
中 萩 １ ２４,500 １88.４6 ２7 １09,900 9１.２0 6４ １7２,3２7 １07.１１ ２ 835 0.４7 
三 島 0 0 ──── 9 56,300 8４.79 ２6 １２0,699 １２7.0２ 0 0 0.00 
川 之 江 0 0 0.00 7 35,850 60.97 １5 5１,２5１ １00.3４ 0 0 0.00 

計 117 654,150 278.05 1,445 7,683,620 139.42 3,448 15,464,715 105.51 40 196,440 1.28 

川之江 本 店 0 0 ──── １0 83,500 79.90 33 ２２２,４２5 96.99 １ ２,3２４ １.05 
上 分 ２ 66,000 6２8.57 8 96,000 65.98 ２8 １58,856 97.２４ 0 0 0.00 
三 島 １ ２,000 ──── 3 １１,000 ２8.２１ ２１ 80,3１6 69.3２ 0 0 0.00 

南 ２ １5,000 500.00 １0 88,000 １１２.8２ 38 ２85,96２ １0１.37 0 0 0.00 
東 0 0 ──── 6 ２４,000 6１.5４ ２１ １05,5４8 99.２3 0 0 0.00 
西 3 １２,000 ──── 7 76,500 ４50.00 33 １88,03２ 69.89 3 66,２0１ 30.95 
計 8 95,000 703.70 44 379,000 89.60 174 1,041,139 89.29 4 68,525 6.41 

東予信用 本 店 １ １,500 ２7.２7 １8 57,650 6２.４6 77 ２２１,１0４ 8１.２４ 3 8,356 3.3４ 
泉 川 １ ２0,000 ２00.00 3 ２3,000 30.67 ４２ １２１,733 6４.４４ １ ２,0４5 １.3４ 
川 東 0 0 ──── 9 5４,800 38.78 5２ 3１5,980 77.２8 １ 8,４２１ ２.3１ 
三 島 0 0 0.00 9 68,000 ２9１.85 3４ １36,637 85.２9 ２ １,700 １.１9 
松 柏 0 0 ──── 3 7,000 ２33.33 １3 ２２,２06 １0４.90 0 0 0.00 
寒 川 0 0 ──── 8 ４9,900 ２6２.63 ２6 87,４85 98.99 0 0 0.00 

※代弁率は年度初めから当該月までの平均残高により算出したものです。

平成 ２7 年 3 月分 （単位：千円）
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保証状況

店　　舗　　名
保　　　　　証　　　　　承　　　　　諾 保　証　債　務　残　高 代　位　弁　済

当　　月　　中 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 代弁率
（％）件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

東予信用 西 条 0 0 0.00 5 3１,000 ２7.60 ４２ １36,78４ 75.４8 0 0 0.00 
小 松 3 １１,000 ２75.00 １6 9１,１00 ４１４.09 3１ １05,65２ １50.53 0 0 0.00 
中 萩 １ １,600 3２.00 ４ １9,600 ４3.56 ２3 6４,037 １0４.４5 0 0 0.00 
喜 多 川 0 0 ──── 5 １3,700 7１.73 １7 33,53１ １00.76 0 0 0.00 
新居浜駅 0 0 0.00 7 ２7,800 ４8.35 39 １66,605 88.88 0 0 0.00 

計 6 34,100 70.31 87 443,550 72.74 396 1,411,754 84.38 7 20,522 1.33 

宇和島 本 店 3 ２,800 93.33 39 ２２6,２00 １3４.96 １80 66２,98１ 96.09 0 0 0.00 
恵美須町 ２ 30,500 38１.２5 3１ ２55,360 １07.5１ １37 5４6,４39 １03.４8 ４ 7,857 １.5２ 
新 橋 ２ 7,000 63.6４ １9 57,000 39.9４ １03 ２４7,3２9 9２.0２ １ ２２１ 0.08 
城 南 3 8,000 ４２.78 １４ 3１,２１0 ４9.78 58 １07,２２２ 85.90 0 0 0.00 

来 0 0 ──── １3 ４0,800 8２.４２ 5４ １5４,7４２ 9４.39 0 0 0.00 
泉 町 6 38,２00 3,8２0.00 １9 7４,２00 757.１４ 58 １56,377 １05.87 0 0 0.00 
吉 田 0 0 ──── 6 １0,４00 33.7１ 39 69,１65 80.35 0 0 0.00 
南 宇 和 ２ 8,000 ──── ４ ４１,000 70.69 3４ ２４４,568 9２.35 １ 8,8４４ 3.４２ 
三 間 ２ ４,000 １60.00 １１ 50,500 １86.35 37 97,569 １１3.70 0 0 0.00 
卯 之 町 0 0 0.00 5 １3,500 １２.86 ４5 ２09,500 8４.４４ 0 0 0.00 

計 20 98,500 148.79 161 800,170 89.83 745 2,495,891 95.70 6 16,922 0.67 

観音寺 豊 浜 0 0 ──── １ １0,000 ──── １ 9,650 ──── 0 0 0.00 
計 0 0 ──── 1 10,000 ──── 1 9,650 ──── 0 0 0.00 

商工中金 松 山 ２ 6４,４00 ４0２.50 １7 ２06,0４0 59.36 77 850,93１ 98.２8 0 0 0.00 
高 松 0 0 ──── ２ ２8,000 350.00 １ １5,４２４ ２0２.6１ 0 0 0.00 

計 2 64,400 402.50 19 234,040 65.91 78 866,355 99.19 0 0 0.00 

単一農協 愛媛南農 0 0 ──── 0 0 ──── ４ 3,0４5 63.１3 0 0 0.00 
越智今農 0 0 ──── １ ２,500 ──── １ ２,２４8 ４99.56 0 0 0.00 
うま農協 0 0 ──── 0 0 ──── １ 6,000 7１.４3 0 0 0.00 

計 0 0 ──── 1 2,500 ──── 6 11,293 81.73 0 0 0.00 

総合計 1,147 14,931,826 122.87 7,833 85,376,087 94.50 24,762 203,336,248 97.64 269 2,184,449 1.08 

※代弁率は年度初めから当該月までの平均残高により算出したものです。

平成 ２7 年 3 月分 （単位：千円）
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　平成 ２7 年 3 月末の「優良ランク保証Ⅱ（グッド 3000）」の金融機関別保証承諾実績及び店舗別保証 
承諾実績ランキングは次のとおりとなりました。

順
位 金　融　機　関　名

当年度保証承諾（累計）

件数 金　額（千円）

1 愛 媛 銀 行 本店営業部 ４２ １,0２４,000
2 伊 予 銀 行 本店営業部 １9 ４8１,000
3 伊 予 銀 行 本町支店 １9 ４４8,000
4 伊 予 銀 行 新居浜支店 ２0 ４４3,500
5 伊 予 銀 行 空港通支店 ２１ ４3１,000
6 伊 予 銀 行 西条支店 ２２ ４２6,000
7 伊 予 銀 行 日吉支店 ２１ 398,000
8 伊 予 銀 行 八幡浜支店 １9 380,000
9 伊 予 銀 行 大洲支店 ２0 370,000
10 広 島 銀 行 今治支店 １7 35２,000

「優良ランク保証Ⅱ（グッド 3000）」の保証承諾実績

金　融　機　関
保　　　証　　　承　　　諾

当　　月　　中 当月末（当年度累計）
件数 金　額（千円） 件数 金　額（千円）

み ず ほ 銀 行 0 0 １ 30,000 
三 井 住 友 0 0 0 0 
三 井 住 友 信 託 0 0 0 0 
三 菱 東 京 U F J 銀 行 0 0 0 0 
伊 予 銀 行 39 8４0,000 ４35 8,866,300 
四 国 銀 行 0 0 9 ２１１,000 
百 十 四 銀 行 １ １0,000 7 90,000 
阿 波 銀 行 １ 30,000 １ 30,000 
広 島 銀 行 ２ 30,000 ４7 95４,000 
中 国 銀 行 0 0 0 0 
山 口 銀 行 0 0 7 １5２,000 
西 日 本 銀 行 0 0 0 0 
愛 媛 銀 行 ４２ 870,500 ２53 5,４２１,000 
香 川 銀 行 3 70,000 3４ 6４7,800 
高 知 銀 行 １ １0,000 5 89,000 
徳 島 銀 行 0 0 3 60,000 
愛 媛 信 金 5 89,000 9２ １,600,500 
川 之 江 信 金 0 0 0 0 
東 予 信 金 １ ２0,000 １ ２0,000 
宇 和 島 信 金 １ 30,000 ２ 60,000 
商 工 中 金 0 0 １ 8,000 
県 信 農 連 0 0 0 0

総　　　合　　　計 96 １,999,500 898 １8,２39,600 

10
ベスト

保証承諾額累計

◆店舗別保証承諾実績ランキング

◆金融機関別保証状況　（平成 27 年 3 月分）
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保証状況

順
位 金　融　機　関　名

当年度保証承諾（累計）

件数 金　額（千円）

1 伊 予 銀 行 大洲支店 ２ 50,000
2 伊 予 銀 行 長浜支店 ２ ４0,000
3 伊 予 銀 行 郡中支店 ２ ２４,000
4 伊 予 銀 行 八幡浜支店 １ 30,000
4 伊 予 銀 行 日吉支店 １ 30,000
4 香 川 銀 行 松山支店 １ 30,000
4 愛 媛 銀 行 北条支店 １ 30,000
4 愛 媛 信 用 松山本町支店 １ 30,000
9 愛 媛 銀 行 波止浜支店 １ ２5,000
10 広 島 銀 行 今治支店 １ ２0,000

順
位 金　融　機　関　名

当年度保証承諾（累計）

件数 金額（千円）

11 伊 予 銀 行 余戸支店 １3 ２95,000
12 伊 予 銀 行 宇和島支店 １２ ２80,000
13 伊 予 銀 行 問屋町支店 １２ ２60,000
14 香 川 銀 行 宇和島支店 １0 ２２5,000
15 伊 予 銀 行 三津浜支店 9 ２１3,000
16 香 川 銀 行 松山支店 8 ２09,000
17 伊 予 銀 行 川之江支店 8 １97,000
18 愛 媛 銀 行 今治支店 7 １93,000
19 伊 予 銀 行 郡中支店 １0 １9２,000
20 愛 媛 銀 行 新居浜支店 8 １89,000
21 広 島 銀 行 三島支店 8 １89,000
22 愛 媛 銀 行 旭町支店 8 １87,000
23 伊 予 銀 行 大街道支店 １0 １8４,000
24 伊 予 銀 行 今治支店 8 １80,000
25 愛 媛 信 用 本店営業部 8 １7２,000
26 愛 媛 銀 行 三津浜支店 １0 １66,000
27 愛 媛 銀 行 余戸支店 7 １6４,000
28 伊 予 銀 行 松山駅前支店 8 １60,000
29 愛 媛 銀 行 重信支店 6 １58,000
30 広 島 銀 行 松山支店 7 １55,000

順
位 金　融　機　関　名

当年度保証承諾（累計）

件数 金額（千円）

31 広 島 銀 行 伊予西条支店 8 １55,000
32 愛 媛 銀 行 川内支店 5 １50,000
33 愛 媛 銀 行 雄郡支店 7 １４7,000
34 伊 予 銀 行 小栗支店 8 １４４,000
35 愛 媛 銀 行 来住支店 6 １４3,000
36 愛 媛 銀 行 宇和島支店 5 １４0,000
37 愛 媛 銀 行 川之江支店 5 １４0,000
38 愛 媛 銀 行 久米支店 8 １37,000
39 伊 予 銀 行 森松支店 9 １3４,000
40 愛 媛 銀 行 郡中支店 7 １２8,000
41 伊 予 銀 行 石井支店 5 １２5,000
42 山 口 銀 行 松山支店 5 １２２,000
43 伊 予 銀 行 椿支店 6 １２１,500
44 伊 予 銀 行 道後支店 6 １２0,000
45 伊 予 銀 行 角野支店 5 １１7,000
46 伊 予 銀 行 壬生川支店 5 １１7,000
47 愛 媛 銀 行 末広町支店 6 １１6,000
48 伊 予 銀 行 福音寺支店 6 １１5,000
49 愛 媛 銀 行 石井支店 ４ １１0,000
50 伊 予 銀 行 伯方支店 6 １１0,000

10
ベスト

新規保証先利用件数

　「優良ランク保証Ⅱ（グッド 3000）」では、金融機関店舗別の保証承諾実績に応じ
て特別預託を実施します。
　平成 ２6 年度は次の基準で特別預託を実施しますので、「優良ランク保証Ⅱ（グッ
ド 3000）」の利用促進にご協力くださいますようお願いいたします。
１．特別預託基準

（１）平成 ２6 年度における「優良ランク保証Ⅱ（グッド 3000）」の保証承諾累計
額が上位 １0 位以内の金融機関店舗に対しては、１店舗当たり 5,000 万円
を預託します。

（２）平成 ２6 年度における「優良ランク保証Ⅱ（グッド 3000）」の保証承諾累
計額が上位 １１ 位から 50 位以内の金融機関店舗に対しては、１ 店舗当たり 
１,000 万円を預託します。

（3）平成 ２6 年度において、「優良ランク保証Ⅱ（グッド 3000）」による新規保
証先（注）の利用件数が上位 １0 位以内の金融機関店舗に対しては、１ 店舗
当たり １,000 万円を預託します。なお、上記（１）、（２）に該当する場合は
預託額を加算します。

　　（注）「新規保証先」とは、3 年以上保証が無い先の保証を行った先となり
ます。

　上記（１）、（２）において、保証承諾額が同額の場合は、本商品以外も含む当
年度の全承諾累計額が大きい店舗を上位とし、上記（3）において、保証承諾
件数が同数の場合は、本商品の保証承諾額が大きい店舗を上位とする予定です。

２．預託時期
　　平成 ２6 年度の特別預託は、平成 ２7 年 6 月に実施します。

保証承諾額累計　ベスト 11 〜 50
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※保証料率につきましては、別表「信用保証料率表」をご覧下さい。

１．一 般 保 証（※別枠保証併用制度も含む）
　① 一般・提携および統一制度

制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

一
　
　
　
　
般
　
　
　
　
保
　
　
　
　
証

1 普　 通　 保　 証 中　 小　 企　 業　 者
運転 個人・会社　　　　　２8,000

組　　　合　　　　　４8,000

１0 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２0 年以内 ） 必要に応じ徴求

2 特 別 小 口 保 証 小 規 模 企 業 者
運転

個人・会社・組合　　0１,２50
5 年以内 徴求しない

設備 7年以内 徴求しない

3 小 口 保 証 小 企 業 者 運転
設備 個人・会社・組合　　00,050 3 年以内

原則として徴求しない

必要に応じ徴求

4 風俗営業飲食業保証 中　 小　 企　 業　 者 運転
設備

個人・会社　　　　　0２,000
※協調融資先である日本政策
金融公庫の貸付金額以内

7年以内
必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

5 手  形（でんさい）
割 引 根 保 証 中　 小　 企　 業　 者 運転

個人・会社　　　　　２8,000
組　　　合　　　　　４8,000

２ 年以内
必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

6 手形貸付根保証 中　 小　 企　 業　 者 運転 個人・会社・組合　　05,000 １ 年以内
原則として徴求

必要に応じ徴求

提
　
　
携
　
　
保
　
　
証

7
中 小 企 業 金 融
円 滑 化 保 証
（スムーズ 8000）

県内に住所を有し、保証対象業種
に属する事業を営む中小企業者で
あり、金融機関の企業評価「自己
査定」において原則「正常先」の
先

運転 個人・会社・組合　　08,000

7 年以内
（ただし、一括返済は １
年以内。また、経営安
定関連保証を併用する
場合は １0 年以内）

徴求しない

原則として徴求しない
（法人は原則として代表者のみ徴
求するが、申込人が希望し、協会
における保証料率区分が第 7 区分
から第 9区分の場合に限り不要）

8 小 口 連 携 保 証
（トライアングル1000）

県内に住所を有し、保証対象業種
に属する事業を営む会社・個人（確
定申告先）で商工団体が推薦する
先であり、所定の資格要件を満た
す先

運転 運転については月商の ２ヶ月
が上限 500
※所定の資格要件を満たす先
については １,000

5 年以内 徴求しない

設備 7年以内 原則として徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

9 優良ランク保証
（バリュー 5000）

県内に本店を有し、経営内容が良
好であり、かつ今後も経営の向上
が見込まれる会社および医療法人
で、所定の資格要件を満たす先

運転
会社　　　　　　　　05,000

（医療法人を含む）
7年以内

徴求しない

原則代表者 １名

10 優良ランク保証Ⅱ
（グ ッ ド 3 0 0 0）

県内に本店を有し、小規模である
が財務内容が健全な会社および医
療法人で、所定の資格要件を満た
す先

運転
会社　　　　　　　　03,000

（医療法人を含む）
※ただし、月商の ２ヶ月が上限

7年以内
徴求しない

原則代表者 １名

全
　
国
　
統
　
一
　
保
　
証

11 事業者カードローン
当 座 貸 越 根 保 証 中　 小　 企　 業　 者 運転

設備
個人・会社・組合　　0２,000
※組合は企業組合・協業組合に限る

１ 年間もしくは
２年間

（更新可 ）

原則として徴求しない

必要に応じ徴求

12 当座貸越（貸付
専用型）根保証 中　 小　 企　 業　 者 運転

設備
個人・会社・組合　　２8,000
※組合は企業組合・協業組合に限る

１ 年間もしくは
２年間

（更新可 ）

原則として徴求
（ただし、5,000 万円以
内の場合は不要）

必要に応じ徴求

13 長期経営資金保証 中　 小　 企　 業　 者
運転

個人・会社　　　　　２0,000
3 年以上 １0 年以内 原則として徴求

設備 3年以上 ２0 年以内 必要に応じ徴求

14 予 約 保 証
中　 小　 企　 業　 者

（ただし、対象外要件あり）

運転
設備

（※旧債決
済資金は
対象外）

　　　　　　　　　　0２,000

※ただし、小口零細企業保証制度
を利用する場合は、合計で 500 ま
でとする

5年以内
（ただし、小口零細企業保
証制度を利用する場合は 7
年以内〔運転資金につい
ては 5年以内とする〕）
※信用保証書の有効期間
は 365 日

必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

融資保証制度一覧

（平成 ２7 年 ４ 月 １ 日現在）
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融資保証制度一覧

制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

全
　
国
　
統
　
一
　
保
　
証

15 小口零細企業保証 小 規 模 企 業 者
運転 　　　　　　　　　　0１,２50

※ただし、既存の保証協会の保証
付融資残高〔根保証においては融
資極度額〕との合計で １,２50 の範
囲内となる新規の保証に限る

5年以内 原則不要

設備 7年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

16 経営力強化保証

金融機関および認定経営革新
等支援機関の支援を受けつ
つ、自ら事業計画の策定並び
に計画の実行および進捗の報
告を行う中小企業者

運転
個人・会社　　　　　２8,000

組　　　合　　　　　４8,000

5 年以内
必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

設備 7年以内

借換 １0 年以内

17 経営者保証ガイド
ライン対応保証

中小企業者（個人事業主は除
く）（ただし、｢経営者保証に
関するガイドライン｣ におい
て求められている対策が講じ
られている者）

運転 会　　　社　　　　　２8,000

組　　　合　　　　　４8,000

3 年以内 有担保無保証人要件の
場合に限り徴求する

設備 5年以内 徴求しない

　② 県　制　度 （愛媛県中小企業振興資金融資制度保証における資金の種類）

制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

経
　
営
　
安
　
定
　
資
　
金

18 一 般 資 金 中　 小　 企　 業　 者
運転 個人・会社・組合　　05,000

※組合転貸の場合は、１組合員あた
り１中小企業者の限度額

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 １0 年以内 必要に応じ徴求

19 建設産業短期資金
建設業又は土木建築サービス業
に属する事業を営む中小企業者
および特定中小企業者（※1）

運転
個人・会社・組合　　0２,000
※ただし、工事代金など返済財源を
特定したものに限る

１ 年以内
必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

20 小 口 資 金

小 規 模 企 業 者
（ただし、特別小口保険を利用する
者にあっては、小規模企業者であっ
て、原則として引き続き 6 ヶ月以上
商工会議所等の指導を受けている
者）

運転 個人・会社・組合　　0２,000

※ただし、運転資金および特別小口
保険利用の場合は １,２50 とする

5 年以内
必要に応じ徴求
（ただし、１,２50 万円以内
の場合は不要、特別小口
保険利用の場合は徴求し
ない）

設備 １0 年以内 必要に応じ徴求
（ただし、特別小口保険利
用の場合は徴求しない）

21 短 期 資 金 中　 小　 企　 業　 者 運転
知事がその都度定める
※組合転貸の場合は、１ 組合員
あたり １中小企業者の限度額

１年以内
必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

22 小 口 零 細 企 業 資 金 小 規 模 企 業 者
運転 個人・会社・組合　　0１,２50

※ただし、既存の保証協会の保証付融資残高
〔根保証においては融資極度額〕との合計で
１,２50 の範囲内となる新規の保証に限る

5 年以内 原則不要

設備 １0 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

23 経 営 指 導 特 例
小 規 模 企 業 者

（ただし、原則として引き続き 6ヶ月以上
商工会議所等の指導を受けている者）

運転 個人・会社・組合　　0１,２50
※ただし、既存の保証協会の保証付融資残高
〔根保証においては融資極度額〕との合計で
１,２50 の範囲内となる新規の保証に限る

5 年以内 原則不要

設備 １0 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

24 チ ャ レ ン ジ
企 業 支 援 資 金

認 定 中 小 企 業 者
又は

承 認 中 小 企 業 者 等
又は

海外投資関係保証を
利用する中小企業者

運転 個人・会社・組合　　05,000 5 年以内 必要に応じ徴求

設備 個人・会社・組合　　１0,000 １0 年以内 必要に応じ徴求

新
事
業
創
出
支
援
資
金

25 創業等関連資金

創業等を行おうとする個人および
会社並びに創業等を行った個人お
よび会社で事業を開始（会社を設
立）した日以後 5 年を経過してい
ない中小企業者

運転 個人・会社　　　　　0１,500
※ただし、創業等を行おうとする個
人および会社にあっては、自己資金
額を限度額とする

5 年以内 徴求しない

設備 １0 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）
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制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

新
事
業
創
出
支
援
資
金

26 創 業 関 連 資 金

創業等を行おうとする個人および
会社並びに創業等を行った個人お
よび会社で事業を開始（会社を設
立）した日以後 5 年を経過してい
ない中小企業者

運転 個人・会社　　　　　0１,000
※ただし、創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １,000、創業関連
保証・支援創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １,500 が限度

5 年以内 徴求しない

設備 １0 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

27 支 援 創 業
関 連 保 証

創業関連資金対象者のうち経済産
業省令で定める認定特定創業支援
事業により支援を受けて創業を行
う中小企業者

運転 個人・会社　　　　　0１,500
※ただし、創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １,000、創業関連
保証・支援創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １,500 が限度

5 年以内 徴求しない

設備 １0 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

28 再挑戦支援資金

過去に経営状況の悪化により事業
を廃業もしくは会社を解散した経
験を有する者で、当該事業廃止の
日もしくは会社を解散した日から
5 年を経過する前に保証の委託を
申し込みした者

運転 個人・会社　　　　　0１,000
※ただし、創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １,000、創業関連
保証・支援創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １,500 が限度

5 年以内 徴求しない

設備 １0 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

29 支 援 創 業
関 連 保 証

再挑戦支援資金対象者のうち経済
産業省令で定める認定特定創業支
援事業により支援を受けて創業を
行う中小企業者

運転 個人・会社　　　　　0１,500
※ただし、創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １,000、創業関連
保証・支援創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １,500 が限度

5 年以内 徴求しない

設備 １0 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

30 緊 急 経 済 対 策
特 別 支 援 資 金

特定中小企業者（※ 1）
又は

中 小 企 業 者
又は

経 営 力 強 化 保 証 を
利用する中小企業者

運転
個人・会社　　　　　05,000
組　　　合　　　　　１0,000
※組合転貸の場合は、１ 組合員あ
たり １中小企業者の限度額

5年以内
（特定中小企業者 7年以内）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

借換
個人・会社　　　　　08,000
組　　　合　　　　　１6,000
※組合転貸の場合は、１ 組合員あ
たり １中小企業者の限度額

１0 年以内
必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

31 雇 用 促 進 支 援 資 金 認 定 中 小 企 業 者

運転 個人・会社　　　　　05,000
組　　　合　　　　　１0,000
※組合転貸の場合は、１ 組合員あ
たり １中小企業者の限度額

5年以内
（チャレンジ企業支援資金

融資対象者 7年以内）
必要に応じ徴求

設備
１0 年以内

（チャレンジ企業支援資金
融資対象者 １２ 年以内）

必要に応じ徴求

32 建 設 産 業 新 分 野
進 出 等 支 援 資 金

認 定 中 小 企 業 者
又は

特定中小企業者（※ 1）

運転
個人・会社・組合　　05,000

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 １0 年以内 必要に応じ徴求

33 災 害 関 連 対 策 資 金 災害等の発生の都度知事が定める

制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

34 中 小 企 業 振 興 資 金
融 資 制 度 保 証 中　 小　 企　 業　 者 運転

設備
各市町の融資条件による

上限 500
各市町の

融資条件による
（最長 5年）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

35

中小企業緊急経営資金
融 資 制 度 保 証
（現在、八幡浜市・今治市・
新居浜市・西予市・四国中
央市のみ取扱）

中　 小　 企　 業　 者 運転

各市町の融資条件による
上限 １,000

※ただし、中小企業振興資金融資制
度保証と合算して、１,000 とする
なお、同保証との併用は不可

各市町の
融資条件による
（最長 6年）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

36
中小企業経営安定化
資 金 融 資 制 度 保 証
（現在、松山市・今治市のみ
取扱）

特定中小企業者（※ 1） 運転

各市町の融資条件による
上限 １,000

※ただし、中小企業振興資金融資制度
保証および中小企業緊急経営資金融資
制度保証と合算して、１,000 とする

各市町の
融資条件による
（最長 7年）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

37
中 小 企 業 季 節 資 金
融 資 制 度 保 証
（松山市・今治市・新居浜市
のみ取扱）

中　 小　 企　 業　 者 運転 各市町の融資条件による
上限 300

各市町の
融資条件による
（最長 5ヶ月）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

　③ 市町制度
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融資保証制度一覧

制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

38
中 小 企 業 設 備 近 代 化
資 金 融 資 制 度 保 証
（松山市・今治市のみ取扱）

中　 小　 企　 業　 者 設備 各市町の融資条件による
上限 １,000

各市町の
融資条件による

（最長 7年）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

39
小企業特別小口資金 
融 資 制 度 保 証
（今治市のみ取扱）

小 規 模 企 業 者 運転
設備

今治市の融資条件による
上限 ２00

今治市の
融資条件による

（最長 5年）

徴求しない

徴求しない

制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

40 公 害 防 止 保 証 中　 小　 企　 業　 者 設備
個人・会社　　　　　05,000

組　　　合　　　　　１0,000
１5 年以内

（特別 ２0 年以内）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

41 エネルギー対策保証 中　 小　 企　 業　 者 設備
個人・会社　　　　　２0,000

組　　　合　　　　　４0,000
１5 年以内

（特別 ２0 年以内）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

42 海 外 投 資 関 係 保 証 中　 小　 企　 業　 者
運転 個人・会社　　　　　２0,000

組　　　合　　　　　４0,000

１0 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２0 年以内） 必要に応じ徴求

43 新 事 業 開 拓 保 証 認 定 中 小 企 業 者
運転 個人・会社　　　　　２0,000

組　　　合　　　　　４0,000

１0 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２0 年以内） 必要に応じ徴求

44 経 営 安 定 関 連 保 証
（セーフティネット保証）

中小企業信用保険法第 ２ 条第
5 項第 １ 号〜 8 号の認定を受
けた特定中小企業者

運転 個人・会社　　　　　２8,000
組　　　合　　　　　４8,000
（6 号認定者）
個人・会社　　　　　38,000
組　　　合　　　　　４8,000

１0 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２0 年以内） 必要に応じ徴求

45 東 日 本 大 震 災
復 興 緊 急 保 証

東日本大震災により直接的に
被害を受けた中小企業者

運転
設備

個人・会社　　　　　２8,000

組　　　合　　　　　４8,000
１0 年以内

必要に応じ徴求

原則として徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

46 創 業 等 関 連 保 証

創業等を行おうとする個人およ
び会社並びに創業等を行った個
人および会社で事業を開始（会社
を設立）した日以後 5年を経過し
ていない中小企業者

運転
設備

　　　　　　　　　　0１,500
※新規開業資金については、自己
資金額が限度

１0 年以内
徴求しない

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

47 創 業 関 連 保 証

創業等を行おうとする個人およ
び会社並びに創業等を行った個
人および会社で事業を開始（会社
を設立）した日以後 5年を経過し
ていない中小企業者

運転
設備

個人・会社　　　　　0１,000
※ただし、創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １,000、創業関連
保証・支援創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １,500 が限度

１0 年以内
徴求しない

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

48 支援創業関連保証
創業関連保証対象者のうち経
済産業省令で定める認定特定
創業支援事業により支援を受
けて創業を行う中小企業者

運転
設備

個人・会社　　　　　0１,500
※ただし、創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １,000、創業関連
保証・支援創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １,500 が限度

１0 年以内
徴求しない

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

49 再 挑 戦 支 援 保 証

過去に経営状況の悪化により事業を廃
業もしくは会社を解散した経験を有す
る者で、当該事業廃止の日もしくは会
社を解散した日から 5 年を経過する前
に保証の委託を申し込みした者

運転
設備

個人・会社　　　　　0１,000
※ただし、創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １,000、創業関連
保証・支援創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １,500 が限度

１0 年以内
徴求しない

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

50 支援創業関連保証
再挑戦支援保証対象者のうち経済
産業省令で定める認定特定創業支
援事業により支援を受けて創業を
行う中小企業者

運転
設備

個人・会社　　　　　0１,500
※ただし、創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １,000、創業関連
保証・支援創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １,500 が限度

１0 年以内
徴求しない

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

２．別 枠 保 証
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制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

中
堅
企
業（
破
綻
金
融
機
関
等
関
連
）特
別
保
証

51
※ A
破綻金融機関等
関 連 特 別 保 証

認 定 中 堅 業 者
運転 会　　　社　　　　　50,000

※協調融資総額の 8 割を限度
とする

5年以内
徴求しない
（ただし、１0,000 万円
超の保証の際は必要）

設備 7年以内 必要に応じ徴求

52
※ B
破 綻 金 融 機 関 等
関連特別無担保保証

認 定 中 堅 業 者
運転 会　　　社　　　　　１0,000

※協調融資総額の 8 割を限度
とする

5年以内 徴求しない

設備 7年以内 必要に応じ徴求

53 激 甚 災 害 保 証 被 災 中 小 企 業 者
運転 個人・会社　　　　　２8,000

組　　　合　　　　　４8,000

１0 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２0 年以内） 必要に応じ徴求

54 労働力確保関連保証 認 定 中 小 企 業 者
運転 個人・会社　　　　　２8,000

特 定 組 合　　　　　４8,000

１0 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内 必要に応じ徴求

55 中 小 小 売 商 業
関 連 保 証 認 定 中 小 企 業 者 設備

個人・会社　　　　　２8,000

特 定 組 合　　　　　４8,000
１5 年以内

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

56 商 店 街 整 備 等
支 援 関 連 保 証

認 定 一 般 社 団 法 人
および

一 般 財 団 法 人
設備 一般社団法人および

一般財団法人　　　  ２8,000 １5 年以内
必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

57 伝 統 的 工 芸 品
支 援 関 連 保 証

認 定 一 般 社 団 法 人
および

一 般 財 団 法 人

運転
一般社団法人および
一般財団法人　　　  ２8,000

１0 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２0 年以内） 必要に応じ徴求

58 地 域 伝 統 芸 能
等 関 連 保 証 認 定 中 小 企 業 者

運転 個人・会社　　　　　２8,000

組　　　合　　　　　４8,000

１0 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２0 年以内） 必要に応じ徴求

59 流通業務総合効率化
関 連 保 証 認 定 中 小 企 業 者

運転 個人・会社　　　　　２8,000

組　　　合　　　　　４8,000

１0 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２0 年以内） 必要に応じ徴求

60 小 規 模 事 業 者
支 援 関 連 保 証

認 定 一 般 社 団 法 人
お よ び 一 般 財 団 法 人
又は特定非営利活動法人

運転 一般社団法人および
一般財団法人　　　  ２8,000
特定非営利活動法人

１0 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２0 年以内） 必要に応じ徴求

61 特 定 中 小 企 業 再 生
支 援 関 連 保 証 認 定 支 援 機 関

運転
商工会・都道府県商工
会連合会・商工会議所等　２8,000

１0 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２0 年以内） 必要に応じ徴求

62
※ C
地 域 産 業 資 源
活 用 事 業 関 連 保 証

認 定 中 小 企 業 者
運転 個人・会社　　　　　２8,000

（60,000）
組　　　合　　　　　４8,000

（80,000）

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 7年以内 必要に応じ徴求

63
※ D
海外地域産業資源
活用事業関連保証

認 定 中 小 企 業 者
（ただし、海外において地域産業資源活用事
業〔需要の開拓に係るものに限る〕を実施
するものに限る）

運転 個人・会社　　　　　４0,000

組　　　合　　　　　60,000

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 7年以内 必要に応じ徴求

64 地 域 産 業 集 積
関 連 保 証 認 定 中 小 企 業 者

運転 個人・会社　　　　　２8,000

組　　　合　　　　　４8,000

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 7年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

65 中 心 市 街 地 商 業 等
活 性 化 関 連 保 証

認 定 中 小 企 業 者
特 定 中 小 企 業 者
又は認定一般社団法人
および一般財団法人

運転 個人・会社　　　　　２8,000
※特定会社・一般社団法人および
一般財団法人を含む
組　　　合　　　　　４8,000

１0 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２0 年以内） 必要に応じ徴求

66
中 心 市 街 地 商 業 等
活 性 化 支 援
関 連 保 証

特 定 中 小 企 業 者
又は認定一般社団法人
および一般財団法人

運転 個人・会社　　　　　56,000
※特定会社・一般社団法人および
一般財団法人を含む

１0 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２0 年以内） 必要に応じ徴求
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融資保証制度一覧

制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

67
※ E
特 定 新 技 術 事 業
活 動 関 連 保 証

中 小 企 業 者
運転 個人・会社　　　　　30,000

組　　　合　　　　　60,000

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 7年以内 必要に応じ徴求

68 ※ F
経 営 革 新 関 連 保 証 承 認 中 小 企 業 者

運転 個人・会社　　　　　２8,000
（60,000）

組　　　合　　　　　４8,000
（１２0,000）

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 7年以内 必要に応じ徴求

69
※ G
異 分 野 連 携 新 事 業
分 野 開 拓 関 連 保 証

認 定 中 小 企 業 者
運転 個人・会社　　　　　２8,000

（１00,000）
組　　　合　　　　　４8,000

（１４0,000）

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 7年以内 必要に応じ徴求

70
※ H
周 辺 地 域 整 備
関 連 保 証

認 定 中 小 企 業 者
運転 個人・会社　　　　　２8,000

（30,000）
組　　　合　　　　　４8,000

（60,000）

１0 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２0 年以内） 必要に応じ徴求

71
※ I
中 小 企 業
特 定 社 債 保 証

下記のいずれかの条件を満たす中小企
業者（株式会社・特例有限会社・合名
会社・合資会社・合同会社）
（１）
総資産額 5 千万円以上 3 億円未満かつ

（自己資本比率 ２0％以上又は純資産倍率
２.0 倍以上）かつ（使用総資本事業利益
率 １0％以上又はインタレスト・カバレッ
ジ・レーシオ ２.0 倍以上）
（２）
総資産額 3億円以上 5億円未満かつ（自
己資本比率 ２0％以上又は純資産倍率 １.5
倍以上）かつ（使用総資本事業利益率
１0％以上又はインタレスト・カバレッ
ジ・レーシオ １.5 倍以上）
（3）
総資産額 5 億円以上かつ（自己資本比
率 １5％以上又は純資産倍率 １.5 倍以上）
かつ（使用総資本事業利益率 5％以上又
はインタレスト・カバレッジ・レーシ
オ １.0 倍以上）

運転

設備

会　　　社　　　　　４5,000

一括支払契約保証の利用がない場合
※ただし、経営安定関連保証を除く
普通保証、無担保保証、中小企業特
定社債保証と合計で 50,000 以内とす
る

一括支払契約保証の利用がある場合
※ただし、経営安定関連保証を除く
普通保証、無担保保証、中小企業特
定社債保証および一括支払契約保証
と合計で １00,000 以内とする

２ 年以上
7年以内
（年単位）

徴求しない
（ただし、２0,000 万円
超の保証の際は必要）

徴求しない

72
※ J
特 定 研 究 開 発 等
関 連 保 証

認 定 中 小 企 業 者
運転 個人・会社　　　　　２8,000

（30,000）
組　　　合　　　　　４8,000

（60,000）

１0 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２0 年以内） 必要に応じ徴求

73

※ K
流 動 資 産
担 保 融 資 保 証

（ＡＢＬ保証）

流動資産（売掛債権・棚卸資
産）を担保として借り入れを
行う中小企業者

運転
設備 個人・会社・組合　　２0,000

根保証：１年間
（更新可 ）

個別保証：１年以内

売掛債権、棚卸資
産に限り徴求する

（ただし、棚卸資産は法
人のみが対象）

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

74 ※ L
下 請 振 興 関 連 保 証

振興事業を実施する
中 小 企 業 者

運転
設備 個人・会社・組合　　２0,000 １ 年以内

（更新可 ）

徴求する
（ただし、親事業者に対す
る売掛債権に限る）

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

75 事 業 再 生 保 証
（ＤＩＰ保証）

民事再生手続き又は会社更生手続
きを申し立てた中小企業者であっ
て、再生 / 更生計画認可後 3 年を
経過していない者

運転
設備 個人・会社・組合　　２0,000 １0 年以内

必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

76

※M
事 業 再 生 円 滑 化
関 連 保 証
（プレＤＩＰ保証）

特定認証紛争解決事業者（特定Ａ
ＤＲ）、中小企業基盤整備機構又
は中小企業再生支援協議会が関与
する私的整理手続中の中小企業者

運転
設備

（経済産業
省令で定
められて
いるもの
に限る）

個人・会社　　　　　２8,000

組　　　合　　　　　４8,000
3 年以内

必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

77
※ N
特定信用状関連保証

（ＬＣ保証）

スタンドバイ信用状による海
外現地資金調達を行う中小企
業者

事業の
振興に
必要な
資金

個人・会社・組合　　２0,000 １ 年以内
必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）
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制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

78
※ O
農 商 工 等 連 携
事 業 関 連 保 証

認定を受けた農商工等連携事
業計画に従って農商工等連携
事業を行う中小企業者

運転 個人・会社　　　　　２8,000
（１00,000）

組　　　合　　　　　４8,000
（１４0,000）

5 年以内
必要に応じ徴求
（8,000 万円超は原則
担保徴求する）

設備 7年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

79 農 商 工 等 連 携
支 援 関 連 保 証

認定を受けた農商工等連携支
援事業計画に従って農商工等
連携支援事業を行う認定一般
社団法人および一般財団法人
又は特定非営利活動法人

運転
一般社団法人および
一般財団法人、　　   ２8,000
特定非営利活動法人

5年以内
必要に応じ徴求
（8,000 万円超は原則
担保徴求する）

設備 7年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

80 経 営 承 継 関 連 保 証 認 定 中 小 企 業 者
（※組合、士法人は対象外）

運転
個人・会社　　　　　２8,000

１0 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

81 ※ P
一 括 支 払 契 約 保 証 中 小 企 業 者 運転 個人・会社　　　　１00,000 １ 年以内

（更新可）

必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

82 中 小 企 業 承 継 事 業
再 生 関 連 保 証

産業競争力強化法第 １２１ 条に規定
する中小企業承継事業再生計画を
主務大臣に提出し、認定を受けた
承継事業者である中小企業者に限
る（ただし、認定中小企業承継事
業再生計画に従って設立される法
人を除く）

運転

設備

個人・会社　　　　　２8,000

組　　　合　　　　　４8,000
１0 年以内

必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

83 商 店 街 活 性 化
事 業 関 連 保 証

認定を受けた商店街活性化事業計
画に従って商店街活性化事業を実
施する商店街振興組合等（組合員、
所属員を含む）

運転
個人・会社　　　　　２8,000

組　　　合　　　　　４8,000

5 年以内
必要に応じ徴求
（8,000 万円超は原則
担保徴求する）

設備 7年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

84 商 店 街 活 性 化
支 援 関 連 保 証

認定を受けた商店街活性化支援事
業計画に従って商店街活性化支援
事業を実施する認定商店街活性化
支援事業者

運転
一般社団法人および
一般財団法人、　　   ２8,000
特定非営利活動法人

5年以内
必要に応じ徴求
（8,000 万円超は原則
担保徴求する）

設備 7年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

85 経 営 革 新 等
支 援 関 連 保 証

認定を受けて経営革新等支援業務
を実施する一般社団法人および一
般財団法人又は特定非営利活動法
人

運転
一般社団法人および
一般財団法人、　　   ２8,000
特定非営利活動法人

5年以内
必要に応じ徴求
（8,000 万円超は原則
担保徴求する）

設備 7年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

86 情 報 提 供 支 援
関 連 保 証

認定を受けた認定情報提供機関の
うち、情報提供業務を実施する一
般社団法人又は一般財団法人

運転
一般社団法人および
一般財団法人　　　  ２8,000

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 7年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

87
※ Q
特 定 下 請 連 携
事 業 関 連 保 証

認定を受けた特定下請連携事
業計画に従って、特定下請連
携事業を行う特定下請事業者

運転 個人・会社　　　　　２8,000
（４0,000）

組　　　合　　　　　４8,000
（60,000）

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 7年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

88
事 業 再 生 計 画
実 施 関 連 保 証
（経営改善サポート保証）

再生支援協議会等の中小企業支援
機関の指導又は助言を受けて作成
した再生計画等に従って事業再生
を実行中の中小企業者

運転
設備

（事業再生
計画の実
施に必要
な資金）

個人・会社　　　　　２8,000

組　　　合　　　　　４8,000
１5 年以内

必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）
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融資保証制度一覧

制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

89 連 携 創 業 支 援
関 連 保 証

市町が策定し、主務大臣に認定を受け
た認定創業支援事業計画に従って市町
と連携し創業支援事業を実施する一般
社団法人および一般財団法人又は特定
非営利活動法人

運転 一般社団法人および
一般財団法人、　　   ２8,000
特定非営利活動法人

5年以内 必要に応じ徴求

設備 7年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

90 追 認 保 証 ※利用する各制度の取り扱いに準ずる
　ただし １,000 万円を限度とする

91 借 換 保 証 ※借換後の保証に対する制度の取り扱いに準ずる

（※１）｢特定中小企業者｣ とは、中小企業信用保険法第 ２条第 5項（経営安定関連）１〜 8号のいずれかの規定に基づき市町長の認定を受けた方のことです。

（注１）
１．普通保証、手形（でんさい）割引根保証、当座貸越（貸付専用型）根保証、経営力強化保証、経

営安定関連保証、東日本大震災復興緊急保証、激甚災害保証、労働力確保関連保証、中小小売商
業関連保証、商店街整備等支援関連特例、伝統的工芸品支援関連保証、地域伝統芸能等関連保証、
流通業務総合効率化関連保証、小規模事業者支援関連保証、特定中小企業再生支援関連保証、経
営革新関連保証、異分野連携新事業分野開拓関連保証、周辺地域整備関連保証、特定研究開発等
関連保証、地域産業資源活用事業関連保証、地域産業集積関連保証、中心市街地商業等活性化関
連保証、中心市街地商業等活性化支援関連保証（※）、事業再生円滑化関連保証、農商工等連携
事業関連保証、農商工等連携支援関連保証、経営承継関連保証、中小企業承継事業再生関連保証、
商店街活性化事業関連保証、商店街活性化支援関連保証、経営革新等支援関連保証、情報提供支
援関連保証、特定下請連携事業関連保証、事業再生計画実施関連保証、連携創業支援関連保証の
保証限度額には、個人・会社、組合又は一般社団法人および一般財団法人（対象中小企業者）と
も無担保保険に係わる保証限度額 8,000 万円（※の中心市街地商業等活性化支援関連保証につい
ては １6,000 万円）が含まれています。

２．一般保証の合計は、普通保険に係わる保証にあっては個人・会社 ２0,000 万円、組合 ４0,000 万円（無
担保保険に係わる保証にあっては、個人・会社、組合とも 8,000 万円）を超えることができません。

３．特別小口保険に係る保証を利用することができるのは、中小企業者のうち常時使用する従業員の
２0 人（商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については 5 人）以下の会社および個人
に限ります。なお、常時使用する従業員の数を業種ごとに政令で定める場合は、その政令で定め
る従業員数以下の会社および個人とします。

４．特別小口保険に係る保証は、無担保・無保証人ですが、他の保証を併用することはできません。

５．激甚災害保証と経営安定関連保証は、一般保証のほかに別枠の利用が可能ですが、合算で普通保
証 ２0,000 万円、無担保保証 8,000 万円（うち無担保保証人保証 １,２50 万円）の範囲内で取り扱
います。
また、別枠を利用した場合、激甚災害保証および経営安定関連保証と東日本大震災復興緊急保証
合算で普通保証 ４0,000 万円（組合の場合は 80,000 万円）、無担保保証 １6,000 万円（うち無担保
保証人保証 ２,500 万円）、最大で 56,000 万円（組合の場合は 96,000 万円）が限度となります。

（注２）
　愛媛県中小企業振興資金融資制度保証については、融資限度額での取り扱いとなっており、その額
を保証限度額欄に表示しております。したがいまして部分保証方式を選択されている金融機関からの
責任共有対象保証の申し込みがあった場合の保証限度額は、表示されている金額に保証割合を乗じた
額になりますのでご留意下さい。

（注３）
１．※Ａ破綻金融機関等関連特別保証および※ B 破綻金融機関等関連特別無担保保証の取り扱いは、

平成 １0 年 １２ 月 ２４ 日より「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特
例に関する臨時処置法」が終了する日までとなっております。この二制度については、同法
第 ２条第 ２項の規定に基づく県知事の認定書が必要です。

２．※Ｃ地域産業資源活用事業関連保証については、新事業開拓保険に該当する場合には別枠として、
新事業開拓保証および特定新技術事業活動関連保証、経営革新関連保証、周辺地域整備関連
保証、異分野連携新事業分野開拓関連保証、特定研究開発等関連保証、農商工等連携事業関
連保証、特定下請連携事業関連保証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他法
人 ４0,000 万円、組合 60,000 万円の利用ができます。
また、流動資産担保保険に該当する場合には、別枠として個人・会社・その他法人・組合と
もに ２0,000 万円の利用ができます。

３．※Ｄ海外地域産業資源活用事業関連保証については、海外投資関係保証および経営革新関連保証、
異分野連携新事業分野開拓関連保証、農商工等連携事業関連保証の海外投資関係保険に該当
する別枠を含み、個人・会社・その他法人 ４0,000 万円、組合 60,000 万円の利用ができます。

４．※Ｅ特定新技術事業活動関連保証については、新事業開拓保証ならびに経営革新関連保証、異分
野連携新事業分野開拓関連保証、周辺地域整備関連保証、地域産業資源活用事業関連保証、
特定研究開発等関連保証、農商工等連携事業関連保証、特定下請連携事業関連保証の新事業
開拓保険に該当する別枠を含みます。

５．※Ｆ経営革新関連保証については、新事業開拓保険に該当する場合には別枠として、新事業開拓
保証および特定新技術事業活動関連保証、異分野連携新事業分野開拓関連保証、周辺地域整
備関連保証、地域産業資源活用事業関連保証、特定研究開発等関連保証、農商工等連携事業
関連保証、特定下請連携事業関連保証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他
法人 30,000 万円、組合 60,000 万円の利用ができます。

また、海外投資関係保険に該当する場合には、別枠として海外投資関係保証および海外地域
産業資源活用事業関連保証、異分野連携新事業分野開拓関連保証、農商工等連携事業関連保
証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他法人 30,000 万円、組合 60,000 万円
の利用ができます。

６．※Ｇ異分野連携新事業分野開拓関連保証の保証限度額については、以下のとおりとなります。
（新事業開拓保険に該当する場合）

別枠として、新事業開拓保証および特定新技術事業活動関連保証、経営革新関連保証、
周辺地域整備関連保証、地域産業資源活用事業関連保証、特定研究開発等関連保証、農
商工等連携事業関連保証、特定下請連携事業関連保証の同保険に該当する別枠を含み、
個人・会社・その他法人 ４0,000 万円、組合 60,000 万円の利用ができます。

（海外投資関係保険に該当する場合）
別枠として海外投資関係保証および海外地域産業資源活用事業関連保証、経営革新関連
保証、農商工等連携事業関連保証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他
法人 ４0,000 万円、組合 60,000 万円の利用ができます。

（流動資産担保保険に該当する場合）
別枠として個人・会社・その他法人・組合ともに ２0,000 万円の利用ができます。

７．※Ｈ周辺地域整備関連保証については、新事業開拓保険に該当する場合には別枠として、新事業
開拓保証および特定新技術事業活動関連保証、経営革新関連保証、異分野連携新事業分野開
拓関連保証、地域産業資源活用事業関連保証、特定研究開発等関連保証、農商工等連携事業
関連保証、特定下請連携事業関連保証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他
の法人 30,000 万円、組合 60,000 万円の利用ができます。

８．※Ｉ中小企業特定社債保証については、保証協会と金融機関の共同保証形式（ただし保証協会の
保証は割合は 80％）となります。したがって、保証付私募債の発行価格は 56,000 万円が限
度となります。

９．※Ｊ特定研究開発等関連保証については、新事業開拓保険に該当する場合は別枠として、新事業
開拓保証および特定新技術事業活動関連保証、経営革新関連保証、異分野連携新事業分野開
拓関連保証、周辺地域整備関連保証、地域産業資源活用事業関連保証、農商工等連携事業関
連保証、特定下請連携事業関連保証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他の
法人 30,000 万円、組合 60,000 万円の利用ができます。

１0．※Ｋ流動資産担保融資保証および※ L 下請振興関連保証については、保証協会の保証割合は
80％となります。したがって、本保証での借入額は各 ２5,000 万円が限度となります。

１１．※Ｍ事業再生円滑化関連保証（特例小口保険利用の場合を除く）および※ N 特定信用状関連保
証については、保証協会の保証割合は 80％となります。

１２．※Ｏ農商工等連携事業関連保証の保証限度額については、以下のとおりとなります。
（新事業開拓保険に該当する場合）

別枠として、新事業開拓保証および特定新技術事業活動関連保証、経営革新関連保証、
異分野連携新事業分野開拓関連保証、周辺地域整備関連保証、地域産業資源活用事業関
連保証、特定研究開発等関連保証、特定下請連携事業関連保証の同保険に該当する別枠
を含み、個人・会社・その他法人 ４0,000 万円、組合 60,000 万円の利用ができます。

（海外投資関係保険に該当する場合）
別枠として海外投資関係保証および海外地域産業資源活用事業関連保証、経営革新関連
保証、異分野連携新事業分野開拓関連保証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・
その他法人 ４0,000 万円、組合 60,000 万円の利用ができます。

（流動資産担保保険に該当する場合）
別枠として個人・会社・その他法人・組合ともに ２0,000 万円の利用ができます。

１3．※Ｐ一括支払契約保証については、保証協会の保証割合は 70％以下となります。したがって、
本保証での借入極度額は １４ 億 ２,800 万円が上限となります。

１４．※Ｑ特定下請連携事業関連保証については、新事業開拓保険に該当する場合には別枠として、新
事業開拓保証および特定新技術事業活動関連保証、経営革新関連保証、異分野連携新事業分
野開拓関連保証、周辺地域整備関連保証、地域産業資源活用事業関連保証、特定研究開発等
関連保証、農商工等連携事業関連保証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他
の法人 ４0,000 万円、組合 60,000 万円の利用ができます。
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信 用 保 証 料 率 表

区分 制　　　度　　　名

責任共有 責任共有保証料率・保証料率（責任共有外保証料率）

対　　象 対象外 第 １区分 第 ２区分 第 3区分 第 ４区分 第 5区分 第 6区分 第 7区分 第 8区分 第 9区分 中小企業会計
割 引 の 適 用

有 担 保 割 引
の 適 用

その他定性要
因割引の適用

部分保証

一
　
　
般
　
　
保
　
　
証
　
　
（
※
別
枠
保
証
併
用
制
度
も
含
む
）

一
般
保
証

1 普通保証 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
2 特別小口保証（無担保・無保証人） ○ 0.85 
3 小口保証 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
4 風俗営業飲食業保証 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
5 手形（でんさい）割引根保証 ○ 1.62 1.49 1.32 1.15 0.98 0.85 0.68 0.51 0.39 ○ ○
6 手形貸付根保証 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○

提
携
保
証

7 中小企業金融円滑化保証（スムーズ 8000）（注 8） ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○
8 小口連携保証（トライアングル 1000） ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
9 優良ランク保証（バリュー 5000） ○ ― ― ― ― ― 0.85 0.65 0.45 0.30 ○
10 優良ランク保証Ⅱ（グッド 3000） ○ ― ― ― ― ― 0.85 0.65 0.45 0.30 ○

全
国
統
一
保
証

11 事業者カードーローン当座貸越根保証 ○ 1.62 1.49 1.32 1.15 0.98 0.85 0.68 0.51 0.39 ○ ○
12 当座貸越（貸付専用型）根保証 ○ 1.62 1.49 1.32 1.15 0.98 0.85 0.68 0.51 0.39 ○ ○
13 長期経営資金保証 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
14 予約保証（注 7） ○ ― 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 ○ ○

15 小口零細企業保証（注 3）
（下記以外） ○ 2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50 ○
予約保証（注 7） ○ ― 2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 ○

16 経営力強化保証（注 11）
○ 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 0.45 ○ ○

○ 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50 0.50 ○
17 経営者保証ガイドライン対応保証 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○

愛
　
　
媛
　
　
県
　
　
制
　
　
度

愛
媛
県
中
小
企
業
振
興
資
金
融
資
制
度
保
証

経
営
安
定
資
金

18 一般資金 ○ 1.72 1.55 1.38 1.21 1.00 0.95 0.75 0.55 0.35 ○ ○
19 建設産業短期資金 （下記以外） ○ 1.72 1.55 1.38 1.21 1.00 0.95 0.75 0.55 0.35 ○ ○

特定中小企業者
（注 １0）

１ 号〜 6号 ○ 0.80 
7 号〜 8号 ○ 0.70 

20 小口資金
（下記以外） ○ 1.40 1.26 1.12 0.98 0.80 0.80 0.75 0.55 0.35 ○ ○
特別小口保険利用 ○ 0.85 

21 短期資金 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○

22 小口零細企業資金
（下記以外） ○ 1.87 1.70 1.53 1.36 1.15 1.10 0.90 0.70 0.50 ○
２3 経営指導特例 ○ 1.55 1.41 1.27 1.13 0.95 0.95 0.90 0.70 0.50 ○

24 チャレンジ企業支援資金 （下記以外） ○ 1.72 1.55 1.38 1.21 1.00 0.95 0.75 0.55 0.35 ○ ○
制度保証要綱の融資対象者 １ に該当するもので
あって特例保険を利用する者 ○ 0.70 
海外投資関係保証を利用する者 ○ 1.00 ○

新事業創出支援資金

２5 創業等関連資金 ○ 0.80 
２6 創業関連資金（下記以外） ○ 0.80 

２7 支援創業関連保証 ○ 0.80 
２8 再挑戦支援資金（下記以外） ○ 0.80 

２9 支援創業関連保証 ○ 0.80 
30 緊急経済対策特別支援資金 （下記以外） ○ 1.72 1.55 1.38 1.21 1.00 0.95 0.75 0.55 0.35 ○ ○

特定中小企業者
（注 １0）

１ 号〜 6号 ○ 0.80 
7 号〜 8号 ○ 0.70 

制度保証要綱の融資対象（7）に該当するものであっ
て責任共有対象の者 ○ 1.55 1.38 1.21 1.00 0.95 0.75 0.55 0.35 0.35 ○ ○
制度保証要綱の融資対象（7）に該当するものであっ
て責任共有対象外の者 ○ 1.70 1.53 1.36 1.15 1.10 0.90 0.70 0.50 0.50 ○

31 雇用促進支援資金 ○ 1.72 1.55 1.38 1.21 1.00 0.95 0.75 0.55 0.35 ○ ○
32 建設産業新分野進出等支援資金（下記以外） ○ 1.72 1.55 1.38 1.21 1.00 0.95 0.75 0.55 0.35 ○ ○

特定中小企業者
（注 １0）

１ 号〜 6号 ○ 0.80 
7 号〜 8号 ○ 0.70 

33 災害関連対策資金 ○ 災害等の発生の都度知事が別に定めるところによる ― ―

市
町
村
制
度

34 中小企業振興資金融資制度保証 ○ 1.66 1.53 1.35 1.17 1.05 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
35 中小企業緊急経営資金融資制度保証 ○ 1.66 1.53 1.35 1.17 1.05 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○

36 中小企業経営安定化
資金融資制度保証

特定中小企業者
（注 １0）

１ 号〜 6号 ○ 0.80 
7 号〜 8号 ○ 0.70 

37 中小企業季節資金融資制度保証 ○ 1.66 1.53 1.35 1.17 1.05 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
38 中小企業設備近代化資金融資制度保証 ○ 1.66 1.53 1.35 1.17 1.05 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
39 小企業特別小口資金融資制度保証 ○ 0.85 

別
　
　
枠
　
　
保
　
　
証

40 公害防止保証 ○ 1.00 ○
41 エネルギー対策保証 ○ 1.00 ○
42 海外投資関係保証 ○ 1.00 ○

43 新事業開拓保証
（下記以外） ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 ４） ○ 0.70 

44 経営安定関連保証
（セーフティネット保証）

１ 号〜 6号 ○ 0.80 

7 号〜 8号
（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

45 東日本大震災復興緊急保証 ○ 0.80 
46 創業等関連保証 ○ 0.80 

47 創業関連保証
（下記以外） ○ 0.80 
４8 支援創業関連保証 ○ 0.80 

49 再挑戦支援保証
（下記以外） ○ 0.80 
50 支援創業関連保証 ○ 0.80 

中堅企業 （ 破綻金融機関
等関連 ）特別保証

5１ 破綻金融機関等関連特別保証 協調融資 ○ 0.75 
5２ 破綻金融機関等関連特別無担保保証 協調融資 ○ 0.65 

53 激甚災害保証 ○ 0.80 

54 労働力確保関連保証
（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

55 中小小売商業関連保証
（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

56 商店街整備等支援関連保証 ○ 1.15 ○
57 伝統的工芸品支援関連保証 ○ 1.15 ○

58 地域伝統芸能等関連保証
（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

59 流通業務総合効率化関連保証
（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

（注）  赤色の保証制度は、責任共有制度対象外の保証制度（１00％保証）。青色の保証制度は、責任共有制度対象でかつ ｢部分保証｣（80％保証）の保証制度を表しています。 （単位：年率％）

（平成 ２7 年 ４ 月 １ 日現在）
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区分 制　　　度　　　名

責任共有 責任共有保証料率・保証料率（責任共有外保証料率）

対　　象 対象外 第 １区分 第 ２区分 第 3区分 第 ４区分 第 5区分 第 6区分 第 7区分 第 8区分 第 9区分 中小企業会計
割 引 の 適 用

有 担 保 割 引
の 適 用

その他定性要
因割引の適用

部分保証

別
　
　
　
　
　
　
　
枠
　
　
　
　
　
　
　
保
　
　
　
　
　
　
　
証

60 小規模事業者支援関連保証 ○ 1.15 ○
61 特定中小企業再生支援関連保証 ○ 1.15 ○

62 地域産業資源活用事業関連保証

（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 
流動資産担保保険利用 ○ 0.68 
新事業開拓保険利用 ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 ４） ○ 0.70 

63 海外地域産業資源活用事業関連保証 海外投資関係保険利用 ○ 1.00 ○

64 地域産業集積関連保証
（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

65 中心市街地商業等活性化関連保証
（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

66 中心市街地商業等活性化支援関連保証 ○ 0.70 

67 特定新技術事業活動関連保証
（下記以外） ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 5） ○ 1.30 

68 経営革新関連保証

（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 
新事業開拓保険利用 ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 ４） ○ 0.70 
海外投資関係保険利用 ○ 1.00 ○

69 異分野連携新事業分野開拓関連保証

（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 
流動資産担保保険利用 ○ 0.68 
新事業開拓保険利用 ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 ４） ○ 0.70 
海外投資関係保険利用 ○ 1.00 ○

70 周辺地域整備関連保証

（下記以外） ○ 1.15 ○
特別小口保険利用 ○ 0.85 
新事業開拓保険利用 ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 ４） ○ 0.70 

71 中小企業特定社債保証 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○ (注 6）

72 特定研究開発等関連保証

（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 
新事業開拓保険利用 ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 ４） ○ 0.70 

73 流動資産担保融資保証（ABL保証） ○ 0.68 
74 下請振興関連保証 ○ 0.56 
75 事業再生保証（ＤＩＰ保証） ○ 2.20 

76 事業再生円滑化関連保証
（プレＤＩＰ保証）

（下記以外） ○ 1.76 
特別小口保険利用 ○ 0.85 

77 特定信用状関連保証（ＬＣ保証） ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○

78 農商工等連携事業関連保証

（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 
流動資産担保保険利用 ○ 0.68 
新事業開拓保険利用 ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 ４） ○ 0.70 
海外投資関係保険利用 ○ 1.00 ○

79 農商工等連携支援関連保証 ○ 1.15 ○

80 経営承継関連保証
（下記以外） ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
特別小口保険利用 ○ 0.85 

81 一括支払契約保証（注 9） ○ 1.54 1.40 1.26 1.12 0.95 0.77 0.63 0.49 0.35 ○

82 中小企業承継事業再生関連保証
（下記以外） ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
特別小口保険利用 ○ 0.85 

83 商店街活性化事業関連保証
（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

84 商店街活性化支援関連保証 ○ 1.15 ○
85 経営革新等支援関連保証 ○ 1.15 ○
86 情報提供支援関連保証 ○ 1.15 ○

87 特定下請連携事業関連保証

（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 
新事業開拓保険利用 ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 ４） ○ 0.70 

88 事業再生計画実施関連保証
（経営改善サポート保証）（注 11）

（下記以外） ○ 0.70 
○ 0.80 

特別小口保険利用 ○ 0.80 
89 連携創業支援関連保証 ○ 1.15 ○

90 追認保証（注 1） ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○

91 借換保証（注 2） △ △ △ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 △ △

【補足説明】
（１）責任共有制度の対象となる制度区分の保証料率（「責任共有保証料率」という）は、保証委託額に対して計算される保証料を貸付金額に対する率で表示したもの。

責任共有制度の対象外となる制度区分の保証料率（「保証料率」という）は、保証委託額に対する率。
（２）第 １区分から第 9区分までの区分は、中小企業信用保険法施行令（昭和 ２5 年政令第 350 号）第 ２条の規定に基づき、中小企業者の財務内容その他の経営の状況を勘案して経済産業省令で定められている保険料率の区分とする。

保証料弾力化に係る保証制度については、リスク計測モデル（ＣＲＤモデル）により、制度毎に第 １区分〜第 9区分の範囲で料率を判定、これに定性情報を加味して実際に適用する保証料率を決定する。
なお、区分対応する保証において、次のいずれかに該当する事業者については、第 5区分 ( 経営力強化保証は第 ４区分 ) の保証料率に定性情報を加味して料率を決定する。
①個人その他の法令で定めるところにより貸借対照表および損益計算書を作成する義務を課せられていない事業者であって貸借対照表および損益計算書がないもの
②事業開始後最初の事業年度の決算における貸借対照表および損益計算書がない事業者
③金融機関からの借入れ（当該保険関係に係るものに限る。）に係る連帯債務を負担する事業者

（3）有担保割引の適用欄が「○」の保証制度は、保証協会所定の担保の提供がある場合、表示の料率から 0.１0％引き下げる。
（４）一括支払契約保証を除く保証制度で会計参与を設置していることが確認できる場合、又は、中小企業会計割引の適用欄が「○」の保証制度で、「中小企業の会計に関する基本要領」の適用状況を確認できる場合、表示の料率から 0.１0％

引き下げる。

（注 １）利用する各保証制度の取り扱いに準ずる。ただし １,000 万円を限度とする。
（注 ２）借換保証は、利用する各保証制度に定める料率による（割引・割増の有無含む）。
（注 3）「小口零細企業保証制度」は、利用する保証制度（部分保証制度に限定された保険種別以外はすべての保険種別＜保険特例含む＞の利用が可能である。また、当座貸越根保証、手形（でんさい）割引根保証等の根保証形式の保証

は利用できない）に定める料率による。
（注 ４）「新事業開拓保険」を利用のものであって、担保（保証人の保証を除く。）を提供させない保証であり、かつその合計額が 5,000 万円以下の場合の料率である。
（注 5）「新事業開拓保険」の利用のものであって、担保および保証人（法人代表者の保証を除く）を提供させない保証であって、その合計額が ２,000 万円以下の場合の料率である。
（注 6）協会独自割引として、「経営者」、「経営環境」、「経営基盤」の 3項目についての定性評価を行い評価に応じて 0.09％から 0.２４％表示利率より引き下げる。ただし、最高割引料率の限度あり。
（注 7）「予約保証」については、第 １区分該当者は対象外。
（注 8）「中小企業金融円滑化保証」は、愛媛県中小企業振興資金融資制度保証、経営安定関連保証を併用する場合は各保証に定める料率による。
（注 9）「一括支払契約保証」については、保証割合が 70％以下となります。なお、保証料率は保証割合 70％の場合を例として掲載しております。
（注 １0）｢特定中小企業者｣ とは、中小企業信用保険法第 ２条第 5項（経営安定関連）１〜 8号のいずれかの規定に基づき市町長の認定を受けた方のことです。
（注 １１）「経営力強化保証」「事業再生計画実施関連保証」については、責任共有制度の対象外となる保証付き既往借入金（平成 １9 年 9 月 30 日以前に保証協会が申し込み受付した保証であって保証割合が １00％の保証を含む。）を本制度

で借り換える場合（保証付きの既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限る。）は、責任共有制度の対象外となります。
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平成 21 年 11 月 1 日より保証協会団体信用生命保険制度の取扱いをしております！

� 保証協会団体信用生命保険とは
　保証協会団体信用生命保険（以下、保証協会団信）とは、信用保証協会の保証付で金融機関から借入を行っ
たお客様が、その全額を返済されないうちに、死亡もしくは所定の高度障がい状態となった場合に、一般社
団法人全国信用保証協会連合会（以下、連合会）が生命保険会社から受け取る保険金（＊）をもとに、加入
している借入口について、金融機関に対する債務を弁済する制度です。
　これにより、事業の維持安定が可能になるとともに、ご家族の皆様の安心を図ることができます。

（＊保証協会団信は連合会が生命保険会社と契約します。お客様は連合会と債務弁済委託契約を締結していただきます。）

『保証協会団信』のお知らせ

今月の保証協会団信実績（平成 27 年 2 月）

愛媛県信用保証協会は、中小企業の皆様への「プラスワンサービス」として保証協会団信の取扱いを
開始しました。なお、保証協会団信への加入は中小企業者の皆様の任意であり、保証の諾否・金額査定
には全く関係ありません。

� 保証協会団信加入状況
　保証協会団信の平成 ２7 年 ２月末時点の加入状況は下記の通りです。（生保会社査定後承諾済ベース）

 〈金融機関別〉

２ 月件数 ２月融資額 累計件数 累計金額 平均融資額 平均年齢

8件 ４,8２0 万円 807 件 605,977 万円 75１ 万円 5２.0 歳

金融機関名 ２月件数（件） ２月融資額（万円） 累計件数（件） 累計金額（万円） 

伊 予 銀 行 ４ １,050 ２38 １99,２88

四 国 銀 行 ── ── 8 １１,7４5

百十四銀行 ── ── １0 １5,700

阿 波 銀 行 ── ── １ 500 

広 島 銀 行 ── ── 8 7,１70

愛 媛 銀 行 ── ── ２33 １8４,985

香 川 銀 行 ── ── １２ １４,760

高 知 銀 行 １ １,１00 １9 １４,２４7

徳 島 銀 行 ── ── 3 １,990

愛 媛 信 金 3 ２,670 １8２ 99,355

東 予 信 金 ── ── 50 ２9,１80

川之江信金 ── ── １9 １6,967

宇和島信金 ── ── ２４ １0,090

合　　計 8 ４,8２0 807 605,977
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堪能できます。
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◇今月の保証概況（平成27年3月）

◇本・支所別保証状況

◇金融機関別保証状況

◇業種別保証状況

◇金額別・期間別・使途別保証状況

◇市町制度保証状況

◇ランキングベスト10

◇金融機関店舗別保証状況

◇「優良ランク保証Ⅱ（グッド3000）」の保証承諾実績
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8

8

2

3

4

4

9

10

11

12

13

20

保証状況

当協会ホームページのご案内 愛媛県信用
クリック

お知らせ（更新・新着情報）

保証の概況　平成27年3月を掲載しました。
4月から「経営安定化支援事業」を開始します。
平成26年度「自殺対策強化月間」における取り組みについて

2015年 4月 7日
2015年 3月21日
2015年 3月 9日

2015



◇平成27年度　組織体制のご案内

◇050ダイヤルイン番号表変更のご案内

◇お知らせ　─ 愛媛県中小企業振興資金融資制度保証要綱の一部改正について〔適用日平成27年4月1日から〕 ─

　　　　　　─ 保証事務関係書類の新様式について ─

　　　　　　─ 「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリストの改訂について ─

〒792-0025
新居浜市一宮町2丁目4番8号　新居浜商工会館2階
保証課　TEL 0897-33-8282　FAX 0897-33-8284
管理課　TEL 0897-33-8292　FAX 0897-33-8293

〒790-8651　愛媛県松山市一番町4丁目1番地2　中小企業会館1～3階

■松山事業部／保証一課・保証二課・管理課
　　　　　　　　　　　　　　TEL 089-931-2118　　FAX 089-931-2174
　　　　　　　
■総　務　部／総　務　課　　TEL 089-931-2111㈹　FAX 089-931-2107
　　　　　　　電　算　課　　TEL 089-931-2115　　FAX 089-931-2170
■業務統括部／経営支援室　　TEL 089-931-2116　　FAX 089-931-1026
　　　　　　　保証企画課　　TEL 089-931-2114　　FAX 089-931-2107
　　　　　　　管理推進課　　TEL 089-931-2117　　FAX 089-931-2107
■監　査　室　　　　　　　　TEL 089-931-2180　　FAX 089-931-1026

〒796-8691
八幡浜市1590番地22　八幡浜商工会館4階
TEL 0894-22-2003　FAX 0894-22-3137

〒794-0042
今治市旭町2丁目3番地20　今治商工会議所ビル5階
TEL 0898-23-0170　FAX 0898-23-0758

〒798-0040
宇和島市中央町1丁目9番10号　愛媛新聞ビル5階
TEL 0895-22-6556　FAX 0895-22-6583

業務区域 新居浜市・西条市・四国中央市

業務区域 今治市・上島町

業務区域 八幡浜市・大洲市・西予市・内子町・伊方町

業務区域 松山市・東温市・伊予市・久万高原町・砥部町・松前町

業務区域 宇和島市・鬼北町・松野町・愛南町

本所

新居浜支所

今治支所

八幡浜支所

宇和島支所

名作の舞台を訪ねて❶ 「がんばっていきまっしょい」

2015


